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神
宝
の
成
立

―
組
成
の
意
味
と
背
景
―

笹

生

　

衛

一
、
は
じ
め
に

　
「
神
宝
」
と
は
何
か
。
鈴
木
敬
三
氏
は
、
広
義
に
は
「
神
社
に
保

管
す
る
一
切
の
伝
統
工
芸
品
類
」、
狭
義
に
は
「
御
祭
神
に
由
緒
の

深
い
御
内
陣
の
奉
安
物
、
御
祭
神
の
御
料
と
し
て
の
調
度
装
束
類
」

と
定
義
し
た
（
（
（

。
し
か
し
、「
神
宝
」
の
用
例
を
文
献
史
料
で
見
る
と
、

神
へ
の
丁
重
な
捧
げ
物
、
奉
献
品
と
い
う
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

例
え
ば
平
安
時
代
、
天
皇
即
位
に
伴
い
、
国
内
の
主
要
な
神
社
に

「
神
宝
」
を
捧
げ
た
「
大
神
宝
使
」
の
制
度
が
あ
っ
た
。
岡
田
莊
司

氏
は
、
こ
の
制
度
に
関
し
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
、
成
立
は
九
世
紀

末
期
の
宇
多
朝
で
、
そ
の
運
営
は
天
皇
の
内
廷
機
関
に
依
拠
し
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
天
皇
か
ら
主
要
な
神
社
へ
、
一
代
一
度
捧
げ

ら
れ
た
重
要
な
奉
献
品
が
「
大
神
宝
」
で
あ
っ
た
（
（
（

。

　

ま
た
、
近
藤
好
和
氏
は
、
六
国
史
の
記
載
か
ら
「
神
宝
」
は
奉
幣

以
上
に
丁
重
な
奉
献
品
と
位
置
付
け
た
上
で
、「
大
神
宝
」
の
内
容

を
分
析
し
、
神
宝
の
主
体
は
、
剱
・
弓
・
箭
・
鉾
な
ど
の
武
具
（
武

器
）
と
線
柱
・
麻
桶
の
紡
織
具
に
あ
り
、
形
式
的
な
確
立
期
は
摂
関

期
（
一
〇
・
一
一
世
紀
代
）、
そ
の
性
格
は
王
権
（
天
皇
）
と
密
接
に
関

わ
る
と
し
た
（
（
（

。
な
お
、
摂
関
期
を
神
宝
の
確
立
期
と
す
る
見
解
に
は
、

加
瀬
直
弥
氏
が
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
の
神
宝
の
伝
統
性
を
指
摘
し

て
い
る
（
（
（

。

　

武
器
・
紡
織
具
を
基
本
と
す
る
「
神
宝
」
の
組
成
は
、『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
に
記
さ
れ
た
神
宮
神
宝
と
共
通
す
る
。
大
場
磐
雄
氏
は
、

こ
の
神
宮
神
宝
を
考
古
学
資
料
と
比
較
し
、
神
宝
の
系
譜
を
考
察
し

た
。
神
宝
の
大
刀
、
紡
織
具
、
琴
と
弥
生
・
古
墳
時
代
の
考
古
資
料

と
を
対
比
し
、
神
宝
の
源
流
に
二
つ
の
型
を
想
定
し
た
（
（
（

。
一
つ
は
、

大
刀
、
盾
、
琴
な
ど
で
、
古
墳
時
代
の
器
財
埴
輪
と
類
似
し
、
そ
こ

か
ら
遷
宮
と
葬
送
儀
礼
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
。
も
う
一
つ
は
紡

織
具
で
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
紡
錘
車
・
雛
形
紡

織
具
と
対
応
さ
せ
、
祭
神
、
天
照
大
神
の
神
御
衣
を
織
る
女
神
と
し
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て
の
神
格
や
、
神
御
衣
奉
進
と
の
関
連
を
推
定
し
た
。
祭
神
の
女
神

と
い
う
神
格
と
紡
織
具
と
の
関
係
は
、
後
に
金
子
裕
之
氏
が
沖
ノ
島

祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
金
銅
製
紡
織
具
の
解
釈
へ
と
発
展
さ
せ
た
（
（
（

。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
神
宝
を
構
成
す
る
の
が
、
な
ぜ
主
に

武
器
・
武
具
類
と
紡
織
具
な
の
か
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
こ
の
神
宝
の

組
成
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
、
大
場
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

な
二
つ
の
型
で
解
決
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
は
、
神
宝
に

限
ら
ず
、
こ
れ
を
捧
げ
た
祭
祀
の
意
味
・
性
格
や
神
観
と
も
関
連
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
近
藤
氏
は
「
装
束
は
厳
密
に
は
神
宝
と
は
峻
別
す
べ
き
も

の
（
（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
献
上
、
神
宝
と
装
束
は
並
列
し

て
現
れ
る
こ
と
が
多
く
、
両
者
は
、
歴
史
的
に
深
く
関
係
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
神
宝
の
文
字
に
焦
点
を

当
て
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
組
成
の
意
味
を
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で

把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
に
は
、
文
献
史
料
の
分

析
の
み
で
は
限
界
が
あ
り
、
考
古
資
料
と
の
対
比
が
必
要
と
な
る
。

幸
い
、
近
年
、
木
製
品
を
含
め
、
祭
祀
関
係
遺
物
の
セ
ッ
ト
関
係
が

判
明
す
る
、
良
好
な
考
古
資
料
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ

で
は
、「
神
宝
」
の
組
成
と
意
味
を
文
献
史
料
で
確
認
し
た
上
で
、

そ
れ
を
考
古
資
料
と
比
較
し
、
神
宝
の
起
源
と
変
遷
、
そ
の
歴
史
的

な
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
神
宝
・
装
束
と
幣
帛

大
神
宝
の
内
容　

ま
ず
、
天
皇
が
捧
げ
た
「
大
神
宝
」
に
つ
い
て
、

そ
の
組
成
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。
平
安
時
代
後
期
、

大
神
宝
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
品
々
は
、『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
（
一

〇
一
七
）
十
月
二
日
条
の
「
神
宝
支
配
の
事
」
で
詳
し
く
確
認
で
き

る
（
（
（

。
こ
れ
は
後
一
条
天
皇
即
位
に
伴
う
も
の
で
、
そ
の
内
容
を
ま
と

め
た
の
が
第
1
表
で
あ
る
。
諸
国
の
主
要
な
神
社
に
は
、
武
具
（
剣
・

弓
・
箭
・
桙
）、
紡
績
具
（
線
柱
・
麻
桶
）、
蓋
、
鏡
を
共
通
し
て
捧
げ
、

特
に
神
宮
、
宇
佐
・
石
清
水
八
幡
、
賀
茂
、
日
前
国
懸
社
に
は
金
・

銀
幣
と
鈴
、
玉
佩
を
加
え
、
さ
ら
に
「
伊
勢
両
所
、
宇
佐
、
香
椎
」

を
除
く
諸
社
へ
は
絹
・
綿
・
糸
の
幣
物
を
併
せ
て
捧
げ
て
い
る
。
ま

た
、
特
に
宇
佐
八
幡
宮
へ
は
、
錦
以
下
の
各
種
布
帛
類
の
「
幣
」、

八
幡
神
の
僧
形
と
俗
体
に
対
応
す
る
袈
裟
以
下
の
僧
衣
と
装
束
、
太

多
羅
志
女
（
神
功
皇
后
）
と
姫
宮
（
比
売
大
神
）
の
唐
衣
な
ど
女
官
装

束
が
奉
ら
れ
た
。
神
宝
と
さ
れ
る
品
々
と
、
布
帛
類
の
幣
物
・
装
束

と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
神
財
・
装
束　
「
大
神
宝
」
と
装
束
の
組
成

を
含
み
、
さ
ら
に
充
実
し
た
内
容
を
持
つ
の
が
、『
皇
太
神
宮
儀
式

帳
』（
以
下
、『
内
宮
儀
式
帳
』）
の
「
神
財
・
宝
殿
物
」
と
「
装
束
」

で
あ
る
。
武
器
・
紡
織
具
な
ど
の
神
財
と
、
各
種
の
布
帛
類
で
製
作

さ
れ
た
装
束
類
は
、
遷
宮
に
当
た
り
同
時
に
新
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
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こ
で
も
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
内
宮
儀
式
帳
』
で
は
、
皇
太
神
宮
、
荒
祭
宮
、
月
讀
宮
、
瀧
原

宮
、
伊
雜
宮
に
関
し
て
神
財
・
装
束
と
も
に
記
載
が
あ
り
、
そ
の
内

容
を
ま
と
め
た
の
が
第
2
表
で
あ
る
（
（
（

。
皇
太
神
宮
以
下
の
神
財
の
主

な
組
成
を
ま
と
め
る
と
、
武
器
・
武
具
（
刀
剣
・
弓
矢
・
靫
・
楯
・
桙
）、

紡
織
具
（
椯
・
桛
・
麻
笥
・
鎛
・
高
機
）、
鏡
、
馬
具
（
鞍
）・
靑
毛
土

馬
、
楽
器
（
琴
・
鈴
）
と
な
る
。
こ
れ
に
装
束
類
と
し
て
、
御
衣
・

帯
・
裳
な
ど
の
被
服
類
、
被
・
帳
な
ど
布
帛
類
の
鋪
設
具
が
、
併
せ

て
調
製
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
神
財
と
装
束
は
、
遷
宮
で
は
御
鏡
の
遷
御

に
先
だ
ち
正
殿
内
に
配
置
さ
れ
た
。

　

こ
の
神
財
・
装
束
を
構
成
す
る
品
々
は
、
祭
祀
に
お
い
て
如
何
な

る
機
能
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

幣
帛
の
組
成　

そ
れ
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島

郡
条
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

初
國
知
ら
し
し
美
麻
貴
の
天
皇
の
み
世
に
至
り
て
、
奉
る
幣
は
、

大
刀
十
口
、
鉾
二
枚
、
鐡
弓
二
張
、
鐡
箭
二
具
、
許
呂
四
口
、

枚
鐡
一
連
、
練
鐡
一
連
、
馬
一
匹
、
鞍
一
具
、
八
タ
鏡
二
面
、

五
色
の
絁
一
連
な
り
き
（
（（
（

。

　

こ
こ
で
は
、
美
麻
貴
の
天
皇
（
崇
神
天
皇
）
が
、
香
島
の
天
大
神

に
捧
げ
た
「
幣
（
み
て
ぐ
ら
）」
に
つ
い
て
明
記
す
る
。
そ
の
内
容
は
、

武
器
の
大
刀
・
鉾
・
弓
矢
、
馬
と
馬
具
（
鞍
）、
鏡
と
い
っ
た
神
宮

の
神
財
と
共
通
す
る
品
目
が
あ
る
一
方
、
鉄
素
材
の
鉄
鋌
に
相
当
す

　第 1 表　『左経記』寛仁元年 10 月 2 日条「神宝支配の事」 内訳一覧
神宝

装束 幣物 備考奉献対象社 武器（刀剣・桙・
弓矢）

紡織具 鏡・玉 その他

伊 勢、 度 会、
石清水二所（八
幡ならび太多羅
志女の料なり）、
賀茂上下、日
前国懸

平文桙一本、
錺剣一腰、赤
漆弓一張、箭
四筋

平文麻桶
一口、平
文線柱一
本

玉 佩 一
流、一尺
鏡一面

金銀幣各
二枚、錦
蓋一蓋、
金銅鈴一
口

各絹五疋、綿
一疋、糸一両

伊勢両所ならび
に宇佐・香椎等
を除き奉るの外
は、皆、御幣一
捧を奉らる。

宇佐二所（八幡
ならび太多羅志
女の料なり）

平文桙一本、
錺剣一腰、赤
漆弓一張、箭
四筋

平文麻桶
一口、平
文線柱一
本

玉 佩 一
流、一尺
鏡一面

金銀幣各
二枚、錦
蓋一蓋、
金銅鈴一
口

法具一具、
俗御装束一
具、太多羅
志 女 御 装
束、姫宮御
装束一具

錦二疋、綾十
二疋、五色絹
四十疋五丈、
木綿大二斤二
両、生絹二疋
一丈

但し、この外、
宇佐使は奉る御
幣ならびに御装
束等を副ふ。

諸国四十五社
（山城国園并韓神
～西海道肥後阿
蘇）

平文野剣一
腰、赤漆御弓
一 張、 箭 四
筋、平文桙一
本

平文麻桶
一口、平
文線柱一
本

五寸鏡一
面

紫綾蓋一
蓋

各絹五疋、綿
一疋、糸一両

伊勢両所ならび
に宇佐・香椎等
を除き奉るの外
は、皆、御幣一
捧を奉らる。
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第

2
表

　『
皇

太
神

宮
儀

式
帳

』
遷

奉
時

装
束

・
神

財
一

覧
皇
太
神
宮

荒
祭
宮

月
讀
宮

瀧
原
宮

伊
雜
宮

神財

名
　
称

寶
殿
物
（
神
財
）
十
九
種

神
財
八
種

神
財
十
六
種

神
財
十
一
種

神
財
九
種

武
器
（
刀
、

桙
）

玉
纏
横
刀
一
柄
、
須
加
流
横
刀
一
柄
、
雜
作
横
刀
二
十
柄
、
戈
二
十
四
竿
（
或
竿
從
枚
）
大
刀
七
柄
（
金
作
一
柄
、
黒
作

六
柄
）、
桙
一
枚
（
長
一
丈
六

尺
）

金
作
大
刀
二
柄 （
在
東
一
殿
）、

黒
作
大
刀
（
正
殿
三
宇
、
各
二

口
）、
小
刀
二
柄
（
在
西
一
二

殿
、
各
一
柄
）、
桙
四
枚
（
東
一

殿
二
枚
、
西
二
殿
二
枚
）

大
刀
二
柄
、
桙
二
柄
（
長
一

丈
六
尺
）

黒
作
大
刀
三
柄

武
器
、武

具
（
弓
矢
、

靫
、盾
等
）

弓
二
十
四
枚
、
矢
二
千
二
百
隻
、
比
女
靭
二
十
四
枚
、
蒲
靭
二
十
枚
、
革
靭
二
十
四

枚
、
鞆
二
十
四
枚
、
楯
二
十
四
枚

楯
一
枚
、
弓
二
張
、
胡
禄
三

具
（
皮
作
一
具
、
黒
葛
作
二
具
）
弓
六
枚
（
西
二
殿
二
枚
、
東
二

殿
二
枚
、
東
一
殿
二
枚
）、
胡
録

六
具
（
各
矢
五
十
、
東
一
殿
二

具
、
西
二
殿
二
具
、
東
二
殿
二

具
）、
楯
四
枚
（
西
二
殿
二
枚
、

東
二
殿
二
枚
）

弓
三
枚
、
胡
録
三
具
（
各
矢

卌
箭
）

弓
三
張
、
胡
録
三
具
（
各
矢

卌
箭
）、
鞆
一
口

紡
織
具

金
銅

椯
二
基
、
金
銅
麻
笥
二
合
、
金
銅
加
世
比
二
枚
、
金
銅
鎛
二
枚
、
銀
銅

椯
一
基
、

銀
銅
麻
笥
一
合
、
銀
銅
加
世
比
壹
枚
、
銀
銅
鎛
壹
枚

木
絡

絑
二
具
（
在
西
一
殿
）、

桶
二
合
（
西
一
殿
）

銀
絑
一
柄
（
高
四
寸
）、
銀
桶

一
口
（
径
一
寸
半
、
弘
一
寸
）、

銀
桛
一
枚
（
長
六
尺
）、
銀
麻

笥
一
合

金
絡
絑
二
足
（
高
九
尺
）、
金

桶
二
口
（
高
一
寸
、径
一
寸
半
）、

金
桛
一
枚
（
長
六
尺
）、
金
高

機
一
具
（
本
高
三
寸
、
五
色
糸

織
初
在
）

鏡
、
玉

御
鏡
二
面
（
各
徑
九
寸
）

鏡
一
面
（
径
三
寸
、
納
緋
嚢
）
鏡
九
面
（
径
各
二
寸
、
西
一
殿

二
面
、
西
二
殿
四
面
、
東
一
殿
三

面
）、五

色
玉
一
連
（
長
二
尺
、

在
西
一
殿
）

鏡
四
面
（
径
各
五
寸
）

楽
器

鵄
尾
琴
一
面
（
長
八
尺
八
寸
、
頭
廣
一
尺
、
末
廣
一
尺
七
寸
、
頭
鵄
尾
、
廣
一
尺
八
寸
）

鈴
一
口
（
径
一
寸
、東
一
殿
在
）
鈴
二
口
（
径
一
寸
）

馬
具
、
馬

形
靑
毛
土
馬
一
疋
（
高
一
尺
、鞍

立
髪
金
餝
）

靑
毛
土
馬
一
疋
（
高
一
尺
、鞍

立
髪
金
餝
、
在
東
一
殿
）、
御
鞍

二
具
（
西
二
殿
一
具
、
東
一
殿

一
具
）

靑
毛
土
馬
一
疋
（
高
一
尺
、鞍

立
髪
金
餝
）

そ
の
他
器

財
呉
床
一
具 （
漆
塗
長
二
尺
三
寸
）
大
笥
七
合
（
各
納
小
笥
二
合
、

三
殿
各
二
合
、
一
殿
一
合
）、
研

四
面
（
高
二
寸
、
径
六
寸
、
別

殿
一
面
）

御
筥
一
合
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皇
太
神
宮

荒
祭
宮

月
讀
宮

瀧
原
宮

伊
雜
宮

装束

名
　
称

出
坐
御
床
装
束
物
七
十
二
種
、
大
神
御
正
殿
装
束
六
物
、
御
床
装
束
四
種
、
樋
代
御
装

束
六
種

遷
奉
時
装
束
合
廿
種

遷
奉
時
装
束
合
廿
種

遷
奉
時
装
束
合
十
七
種

遷
奉
時
装
束
合
十
四
種

被
服
類

出
坐
御
床
装
束
物
七
十
二
種
の
内
「
小
文
紫
御
衣
二
具
（
長
各
三
尺
五
寸
、
納
綿
一
屯
、
白

裏
、
紬
子
色
衣
色
同
）、
小
文
紺
御
衣
二
具
（
長
各
三
尺
五
寸
、
納
綿
一
屯
、
白
裏
、
紬
子
色
衣
色

同
）、
帛
御
衣
四
具
（
長
各
三
尺
五
寸
、
白
裏
、
紬
子
色
衣
色
同
）、
帛
単
御
裳
四
腰
（
腰
并
須
蘇

高
五
尺
）、
紫
羅
御
裳
二
腰
（
腰
并
須
蘇
高
五
尺
、
裏
縹
）、
紫
御
裳
帯
六
條
（
高
七
尺
、
副
四

條
）、
生
絹
御
比
禮
八
端
（
須
曾
長
各
五
尺
、
弘
二
幅
）、
帛
御
意
須
比
八
端
（
長
各
二
丈
五
尺
、

弘
二
幅
）、
御
帯
二
十
條
（
紫
六
條
、
緑
十
四
條
）、
錦
御
沓
二
足
（
長
各
九
寸
五
分
）、
錦
御
襪

八
両
、
帛
御
袜
八
條
（
長
各
二
尺
）、
御
加
美
結
紫
糸
八
條
（
長
條
別
三
尺
）、
御
加
美
阿
弖

練
絹
八
條
（
長
條
別
三
尺
）」

緋
綿
御
衣
一
領
（
長
二
尺
）、

錦
綿
御
衣
一
領
（
長
二
尺
）、

生
絁
綿
御
衣
一
領
（
長
二

尺
）、
緋
御
裳
一
腰
（
長
須
曾

四
尺
）、
錦
御
裳
一
腰
（
長
二

尺
）、帛
御
裳
一
腰
（
長
二
尺
）、

紫
本
結
絲
二
條
（
長
四
尺
）、

紫
帯
二
條
（
長
各
二
尺
）

靑
甲
纈
綿
御
衣
四
領
（
長
各

二
尺
）、
生
絹
単
御
衣
四
領

（
長
各
二
尺
）、練
綿
御
袴
三
腰

（
長
各
一
尺
六
寸
）、
御
裳
二
腰

（
紫
一
腰
、
帛
一
腰
、
長
各
一
尺

六
寸
、
須
曾
長
四
尺
）、
緑
帯
八

條
（
各
長
四
尺
）、
紫
本
結
絲

八
條
（
長
各
四
尺
）

緋
御
衣
一
條
（
長
二
尺
）、
紫

単
御
衣
一
條
（
長
二
尺
）、
帛

御
衣
一
條
（
長
二
尺
）、
比
毛

立
御
裳
一
條
（
長
一
尺
）、
帛

御
裳
一
條
（
長
二
尺
）、
紫
御

裳
一
條
（
長
二
尺
、腰
弘
二
尺
、

下
須
曾
弘
四
尺
）、
紫
本
結
絲

一
條
（
長
四
尺
）、
緑
帯
二
條

（
長
四
尺
、
弘
二
寸
）」

緋
単
御
衣
一
領
（
長
三
尺
）、

錦
御
裳
一
腰
（
長
二
尺
）、
帛

御
裳
一
腰
（
長
二
尺
）、
紺
御

裳
一
腰
（
長
二
尺
）、
紫
御
本

結
絲
二
條
（
長
各
四
尺
）

鋪
設
具
類

等
大
神
御
正
殿
装
束
六
物
「
壁
代
生
絁
御
帳
二
條
（
長
各
二
丈
二
尺
、
弘
各
六
幅
）、
天
井
生

絁
御
帳
一
條
（
長
三
丈
六
尺
三
寸
、
弘
九
幅
）、
内
蚊
屋
生
絁
御
帳
二
條
（
高
各
一
丈
三
寸
、
弘

各
十
二
幅
）、
御
幌
帳
一
條
（
長
七
尺
三
寸
、
弘
四
幅
）」、
御
床
装
束
四
種
「
御
床
土
代
敷
細

布
御
帳
一
條
（
長
二
丈
八
尺
、
弘
六
幅
）、
生
絁
帳
一
條
（
長
一
丈
三
寸
、
弘
四
幅
）、
生
溢
絁

被
一
條
（
長
九
尺
、
弘
四
幅
、
納
綿
廿
屯
）、
小
窠
錦
御
被
一
條
（
長
九
尺
、
弘
四
幅
、
納
綿
廿

屯
、
緋
裏
）」、
樋
代
御
装
束
六
種
「
小
文
紫
御
被
一
條
（
長
五
尺
、
弘
二
幅
、
納
綿
八
屯
）、

小
文
緋
御
被
一
條
（
長
五
尺
、
弘
二
幅
、
納
綿
八
屯
、
緋
裏
）、
小
文
緋
綾
一
匹
（
折
累
敷
料
）、

表
覆
帛
被
二
條
（
長
各
一
丈
、
弘
四
幅
、
各
納
綿
廿
屯
）、
五
窠
錦
御
被
一
條
（
長
一
丈
、
弘
五

幅
、
納
綿
廿
屯
、
緋
裏
）」、
出
坐
御
床
装
束
物
七
十
二
種
の
内
「
御
床
敷
細
布
帳
一
條
（
長

一
丈
、
弘
四
幅
）、
生
絁
御
帳
一
條
（
長
九
尺
、
弘
四
幅
）、
生
溢
絁
被
一
條
（
長
九
尺
、
弘
四

幅
）、
帛
御
被
一
條
（
長
九
尺
、
弘
四
幅
）、
屋
形
錦
御
被
一
條
（
長
九
尺
、
弘
四
幅
）」

御
床
一
具
、
蚊
屋
一
條
（
長

七
尺
六
寸
、
弘
十
二
幅
）、
内
蚊

帳
一
條
（
長
七
尺
、
弘
二
幅
）、

御
床
下
敷
細
布
帷
一
條
（
長

六
尺
、
弘
二
幅
）、
戸
張
一
條

（
長
六
尺
）、
生
絁
御
被
一
領

（
長
七
尺
、弘
三
幅
、納
綿
八
屯
）、

帛
御
被
一
領
（
長
七
尺
、
弘
三

幅
、
納
綿
八
屯
）

御
床
四
具
、
蚊
屋
四
條
、
土

代
生
絁
帷
四
張
（
三
張
長
各
一

丈
、
一
張
長
八
尺
、
弘
各
三
幅
）、

生
絁
御
被
四
領
（
長
各
六
尺
、

弘
三
幅
）、
帛
御
被
四
領
（
長

弘
如
上
）、
戸
帳
四
張
（
三
張

長
各
六
尺
、
弘
三
幅
、
一
張
長
五

尺
、
弘
二
幅
）

蚊
屋
一
條
（
長
七
尺
、
弘
十
二

幅
）、
御
床
帳
一
條
（
長
五
尺

五
寸
、
弘
三
幅
）、
土
代
白
細

布
帳
一
條
（
長
七
尺
七
寸
、
弘

三
幅
）、
練
御
被
一
條
（
長
六

尺
、
弘
二
幅
）、
荒
衣
御
被
一

條
（
長
七
尺
、
弘
五
幅
）、
荒
衣

帳
一
條
（
長
七
尺
、
弘
五
幅
）、

荒
衣
天
井
蚊
屋
一
條
（
長
七

尺
六
寸
、
弘
十
二
幅
）

御
床
蚊
屋
一
條
（
長
七
尺
六

寸
、
弘
十
二
幅
）、
又
一
條
（
長

七
尺
、
弘
二
幅
）、
生
絁
御
被

一
條
（
長
七
尺
、
弘
三
幅
）、
帛

御
被
一
領
（
長
七
尺
、
弘
三

幅
）、
細
布
土
代
帳
一
條
（
長

八
尺
、
弘
三
幅
）、
緋
御
床
敷

一
幅
（
長
六
尺
）、
戸
帳
一
張

（
長
六
尺
、
弘
三
幅
）

そ
の
他

出
坐
御
床
装
束
物
七
十
二
種
の
内
「
細
布
御
巾
四
具
（
長
各
五
尺
、
弘
一
幅
）、
帛
御
巾
四

具
（
長
各
五
尺
、
弘
一
幅
）、
御
櫛
嚢
一
口
（
納
筥
、
御
櫛
八
枚
）、
白
玉
嚢
二
口
（
各
生
絁
方
三

尺
、
納
白
玉
一
両
三
分
、
二
嚢
納
中
分
）、
錦
御
枕
二
基
（
納
白
筥
一
合
）」

菅
笠
一
柄
（
口
径
五
尺
五
寸
、

金
餝
）、
緋
覆
一
領
（
長
四
尺
、

弘
四
幅
）、
同
柄
（
長
八
尺
、
漆

塗
）、
御
櫛
筥
一
合
（
納
櫛
四

枚
）、
櫃
練
絹
オ
オ
イ
一
張

（
長
九
尺
、
弘
四
幅
）

御
櫛
十
六
枚
（
納
筥
四
合
）、

両
面
覆
櫃
一
備

御
櫛
八
枚
（
納
筥
一
合
）

御
櫛
四
枚
（
納
筥
一
合
）
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る
「
枚
鉄
・
練
鉄
」、
さ
ら
に
布
帛
類
の
「
五
色
の
絁
」
が
加
わ
る
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
は
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
以
前
に
は
成
立
し
た

と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
（（
（

、
風
土
記
が
成
立
し
た
八
世
紀
前
半
、
神
に
捧

げ
る
「
幣
（
み
て
ぐ
ら
）」
は
、
神
財
を
構
成
す
る
武
器
・
武
具
、
馬

具
・
馬
、
鏡
に
鉄
素
材
や
布
帛
類
を
加
え
た
神
へ
の
捧
げ
物
の
総
称

だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
幣
」
と
類
似
し
た
表
現
が
『
延
喜
式
』
巻
八
の
祝

詞
で
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
廣
瀬
の
大
忌
の
祭
」「
龍
田
の
風
神

の
祭
」「
祟
神
を
遷
し
却
る
」
の
祝
詞
に
あ
る
「
幣
帛
」
や
「
う
づ

の
幣
帛
」
で
あ
る
。

◎
「
龍
田
の
風
の
神
の
祭
」
奉
る
う
づ
の
幣
帛
は
、
ひ
こ
神
に
、

御
衣
は
、
明
る
た
へ
・
照
る
た
へ
・
和
た
へ
・
荒
た
へ
、
五
色

の
物
、
楯
・
戈
・
御
馬
に
御
鞍
具
へ
て
、
品
品
の
幣
帛
獻
り
、

ひ
め
神
に
御
服
備
へ
、
金
の
麻
笥
・
金
の
椯
・
金
の
桛
、
明
る

た
へ
・
照
る
た
へ
・
和
た
へ
・
荒
た
へ
、
五
色
の
物
、
御
馬
に

御
鞍
具
へ
て
、
雜
の
幣
帛
奉
り
て
、
御
酒
は
、
𤭖
の
上
高
知
り
、

𤭖
の
腹
満
て
雙
べ
て
、（
中
略
）
横
山
の
如
く
積
み
置
き
て
、

奉
る
う
づ
の
幣
帛
を
、
安
幣
帛
の
足
幣
帛
と
、
皇
神
の
御
心
に

平
け
く
聞
こ
し
め
し
て
、

◎
「
廣
瀬
の
大
忌
の
祭
」
奉
る
う
づ
の
幣
帛
は
、
御
服
は
、
明
る

た
へ
・
照
る
た
へ
・
和
た
へ
・
荒
た
へ
、
五
色
の
も
の
、
楯
・

戈
・
御
馬
に
、
御
酒
は
、
𤭖
の
上
高
知
り
、
𤭖
の
腹
満
て
雙
べ

て
、（
中
略
）
奥
つ
藻
菜
・
辺
つ
藻
菜
に
至
る
ま
で
に
置
き
足

は
し
て
奉
ら
く
と
、（
中
略
）

倭
の
国
の
六
つ
の
御
縣
の
、
山
の
口
に
坐
す
皇
神
等
の
前
に
も
、

皇
御
孫
の
命
の
う
づ
の
幣
帛
を
、
明
る
た
へ
・
照
る
た
へ
・
和

た
へ
・
荒
た
へ
、
五
色
の
物
、
楯
・
鉾
に
至
る
ま
で
奉
る
。

◎
「
祟
神
を
遷
し
却
る
」
進
る
幣
帛
は
明
る
た
へ
・
照
る
た
へ
・

和
た
へ
・
荒
た
へ
に
備
へ
ま
つ
り
て
、
見
明
ら
む
物
と
鏡
、
翫

ぶ
物
と
玉
、
射
放
つ
物
と
弓
矢
、
う
ち
断
つ
物
と
太
刀
、
馳
せ

出
づ
る
物
と
御
馬
、
御
酒
は
、
𤭖
の
上
高
知
り
、
𤭖
の
腹
満
て

雙
べ
て
、（
中
略
）
横
山
の
如
く
几
つ
物
に
置
き
足
は
し
て
、

奉
る
う
づ
の
幣
帛
を
皇
神
等
の
御
心
も
あ
き
ら
か
に
、
安
幣
帛

の
足
幣
帛
と
平
ら
け
く
聞
こ
し
め
し
て
（
（（
（

、

　
「
風
の
神
の
祭
」
祝
詞
の
「
う
づ
の
幣
帛
」
は
、
男
神
へ
は
①
御

衣
（
服
）
と
し
て
「
明
る
た
へ
」
な
ど
の
布
帛
類
＋
②
楯
・
鉾
の
武

器
・
武
具
＋
③
馬
具
（
鞍
）
を
付
け
た
馬
、
女
神
へ
は
①
布
帛
類
＋

②
金
の
麻
笥
・
椯
・
桛
の
紡
織
具
＋
③
馬
具
（
鞍
）・
馬
と
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
、「
幣
帛
」
は
、
布
帛
類
に
武
器
・
武
具
、
紡
織
具
、

馬
具
・
馬
を
加
え
た
、
神
へ
の
捧
げ
物
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
。「
大
忌
の
祭
」
祝
詞
で
は
、「
明
る
た
へ
」
な
ど
の
布
帛
類
を

御
服
と
し
、
こ
れ
に
楯
・
鉾
の
武
器
と
馬
を
加
え
て
「
幣
帛
」
と
し

て
お
り
、
表
現
は
簡
略
な
が
ら
も
、「
風
の
神
の
祭
」
祝
詞
と
一
致

す
る
。
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「
祟
神
を
遷
し
却
る
」
祝
詞
は
、
表
現
が
異
な
る
も
の
の
、「
幣

帛
」
は
布
帛
類
と
鏡
、
玉
、
弓
矢
、
大
刀
、
馬
で
構
成
さ
れ
、
や
は

り
「
う
づ
の
幣
帛
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、「
風
の
神
の
祭
・
大
忌
の

祭
」
祝
詞
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
関
連
す
る
の
が
、「
祈
年
祭
」
祝
詞
の
「
皇
御
孫
命
の
う

づ
の
幣
帛
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
「
う
づ
の
幣
帛
」
は
、

『
延
喜
式
』
神
祇
一
・
四
時
祭
の
祭
料
と
比
較
す
れ
ば
、
五
色
薄
絁

な
ど
の
布
帛
類
に
、
刀
形
・
楯
・
槍
鋒
・
弓
・
靫
の
武
器
・
武
具
類
、

鍬
の
農
具
を
加
え
た
捧
げ
物
の
総
称
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
さ

ら
に
、
伊
勢
両
宮
や
高
御
魂
神
、
甘
樫
・
飛
鳥
・
石
村
な
ど
特
定
の

神
社
へ
は
馬
が
加
え
ら
れ
た
（
（（
（

。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
幣
帛
」
の
表
現

は
、
基
本
的
に
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
幣
」
と
共
通
す
る
と

い
っ
て
よ
い
。

　

こ
れ
ら
祝
詞
の
年
代
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
龍
田
風
神
祭
と
広
瀬

大
忌
祭
は
、
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
四
月
を
初
見
と
し
（
（（
（

、
そ
の

内
容
は
七
世
紀
末
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
祈
年
祭
祝

詞
は
、
そ
こ
で
祀
ら
れ
る
御
縣
・
山
口
・
水
分
の
社
が
藤
原
京
を
中

心
に
分
布
し
、
藤
原
京
の
時
代
、
七
世
紀
末
期
頃
の
内
容
を
反
映
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。
つ
ま
り
、
八
世
紀
前
半
の
『
常
陸
国
風
土

記
』
の
「
幣
」
の
表
現
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八

世
紀
前
半
頃
ま
で
、
布
帛
類
に
武
器
・
武
具
、
紡
織
具
、
鏡
、
馬

具
・
馬
を
加
え
た
、
神
へ
の
奉
献
品
（
供
献
品
）
が
「
幣
」「
幣
帛
」

と
総
称
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
風
の
神
の
祭
」「
大
忌
の
祭
」「
祈
年
祭
」
の
祝
詞
で

は
、「
明
る
た
へ
」
な
ど
布
帛
類
の
前
に
「
御
服
は
」
の
文
字
を
挿

入
し
て
お
り
、
布
帛
類
は
神
の
被
服
の
材
料
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
。

神
宝
・
御
服　

こ
の
点
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
の
が
、『
延
喜
式
』

の
「
春
日
の
祭
」「
平
野
の
祭
」「
久
度
・
古
開
（
関
）」
の
祝
詞
で

あ
る
。

◎
「
春
日
の
祭
」
貢
る
神
寶
は
、
御
鏡
・
御
横
刀
・
御
弓
・
御

桙
・
御
馬
に
備
へ
ま
つ
り
て
、
御
服
は
、
明
る
た
へ
・
照
る
た

へ
・
和
た
へ
・
荒
た
へ
に
仕
へ
ま
つ
り
て
、
四
方
の
国
の
献
れ

る
御
調
の
荷
前
取
り
並
べ
て
靑
海
の
原
の
物
は
、
鰭
の
広
物
・

鰭
の
狭
物
、（
中
略
）
御
酒
は
、
甕
の
上
高
知
り
、
甕
腹
満
て

並
べ
て
雜
の
物
を
横
山
の
如
く
積
み
置
き
て
、（
中
略
）
献
る

う
づ
の
大
幣
帛
を
安
幣
帛
の
足
幣
帛
と
、
平
け
く
安
ら
け
く
聞

し
め
せ
と

◎
「
平
野
祭
」
進
る
神
財
は
、
御
弓
・
御
大
刀
・
御
鏡
・
鈴
・
衣

笠
・
御
馬
を
引
き
並
べ
て
、
御
服
は
明
る
た
へ
・
照
る
た
へ
・

和
た
へ
・
荒
た
へ
に
備
へ
ま
つ
り
て
、
四
方
の
国
の
進
れ
る
御

調
の
荷
前
を
取
り
並
べ
て
、
御
酒
は
、
𤭖
の
上
高
知
り
、
𤭖
の

腹
満
て
並
べ
て
、（
中
略
）
雜
の
物
を
横
山
の
如
く
置
き
高
成

し
て
、
献
る
う
づ
の
大
幣
帛
を
平
け
く
聞
し
め
し
て
、（
該
当
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部
分
は
「
久
度
・
古
関
」
祝
詞
も
同
文
（
（（
（

。）

　

こ
れ
ら
祝
詞
で
は
、
神
へ
の
供
献
品
は
「
神
宝
・
神
財
」「
御
服
」、

神
饌
類
は
「
御
調
の
荷
前
」
と
い
う
形
で
分
類
し
表
記
す
る
。「
明

る
た
へ
」
以
下
の
布
帛
類
は
、「
御
服
」
で
「
風
の
神
の
祭
」
祝
詞

な
ど
の
表
現
を
引
き
継
ぐ
が
、
刀
・
弓
・
鉾
の
武
器
類
、
鏡
、
馬
は
、

「
神
宝
・
神
財
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
平
野
祭
」「
久
度
・
古

関
」
の
祝
詞
で
は
鈴
と
衣
笠
が
加
わ
る
。

　

先
に
あ
げ
た
「
風
の
神
の
祭
」
な
ど
の
祝
詞
と
比
較
す
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
供
献
品
の
総
称
で
あ
っ
た
「
幣
帛
」
が
、「
春
日
祭
」

「
平
野
祭
」
の
祝
詞
で
は
、
武
器
・
鏡
・
馬
等
の
「
神
宝
・
神
財
」

と
布
帛
類
の
「
御
服
」
と
に
明
確
に
分
化
し
て
い
る
。

　
「
春
日
祭
」
祝
詞
は
、
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
の
春
日
大
社
神

殿
創
立
と
春
日
祭
の
公
祭
化
に
伴
い
成
立
、「
平
野
祭
」
祝
詞
は
、

平
安
遷
都
後
の
延
暦
年
間
（
七
九
四
～
八
〇
五
）、
平
野
社
の
創
祀
と

平
野
祭
の
公
祭
化
に
よ
り
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。
こ
う
考
え
る

と
、
春
日
大
社
神
殿
と
「
春
日
祭
」
祝
詞
が
成
立
す
る
八
世
紀
後
半

（
神
護
景
雲
二
年
）
頃
に
は
、
幣
帛
に
含
ま
れ
て
い
た
刀
剣
・
弓
・
鉾

な
ど
武
器
類
、
鏡
、
馬
・
馬
具
は
「
神
宝
・
神
財
」
へ
と
分
類
さ
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
後
半
、
そ
れ
ま
で
の
「
幣
帛
」
は
、

「
神
宝
・
神
財
」
と
「
御
服
」
に
分
離
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
春
日
祭
」「
平
野
祭
」
祝
詞
の
「
神
宝
・
神
財
」
は
、
延
暦
二
三

年
（
八
〇
四
）
に
作
成
さ
れ
た
『
内
宮
儀
式
帳
』
の
「
神
財
」
の
内

容
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
特
に
、
延
暦
年
間
で
同
時
期
の
「
平
野
祭
」

祝
詞
で
は
、「
神
財
」
と
い
う
表
記
や
、
神
財
に
「
鈴
」
が
加
わ
る

点
で
、『
内
宮
儀
式
帳
』
と
近
似
す
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
す
る
と
、

『
内
宮
儀
式
帳
』
の
「
神
財
」
の
表
記
と
内
容
は
、
八
世
紀
後
半
に

「
幣
帛
」
か
ら
分
離
し
た
「
神
宝
・
神
財
」
の
分
類
に
従
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
祝
詞
の
「
御
服
」
は
、
布
帛
類
で
作
ら
れ

る
御
衣
な
ど
「
装
束
」
に
対
応
す
る
。『
内
宮
儀
式
帳
』
に
記
さ
れ

た
「
装
束
」
と
「
神
財
」
と
は
、
神
へ
の
供
献
品
の
総
称
「
幣
帛
」

か
ら
八
世
紀
後
半
に
分
離
し
た
「
御
服
」
と
「
神
宝
・
神
財
」
に
当

た
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
、
神
宝
の
組
成
と
系
譜

　

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
武
器
・
武
具
、
紡
織
具
、
鏡
、
馬
・
馬

具
と
い
っ
た
神
宝
の
組
成
は
、
何
時
ご
ろ
ま
で
遡
り
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

神
宝
類
と
御
服
・
装
束
類
の
総
体
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
幣

帛
」
だ
と
す
る
と
、
神
宝
の
組
成
も
幣
帛
の
起
源
と
密
接
に
関
連
す

る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
、
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
考
古
資
料
と

文
献
史
料
の
比
較
検
討
か
ら
、「
幣
帛
」
の
起
源
は
、
五
世
紀
中
頃

ま
で
に
成
立
す
る
、
鉄
製
の
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
に
布
帛
類
を

加
え
た
、
神
へ
の
供
献
品
の
セ
ッ
ト
に
あ
り
、
そ
れ
は
五
世
紀
代
、

朝
鮮
半
島
か
ら
流
入
し
た
鉄
素
材
と
最
新
の
鍛
冶
・
紡
織
技
術
で
作
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ら
れ
た
、
当
時
と
し
て
は
最
新
・
最
上
の
品
々
で
あ
っ
た
と
位
置
付

け
た
（
（（
（

。
こ
の
流
れ
は
、
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
神
宝
の
組
成
と
祭
祀
遺
跡
の
出
土
遺
物
と
の
関
係
を
改

め
て
見
て
み
た
い
。

　

祭
祀
遺
跡
の
中
で
も
、
特
に
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
出
土
遺
物
は
豊

富
な
内
容
を
持
ち
、
夙
に
『
内
宮
儀
式
帳
』
に
記
さ
れ
た
神
宝
と
の

比
較
が
行
わ
れ
て
き
た
（
（（
（

。
ま
ず
、
神
宝
・
装
束
の
組
成
と
、
沖
ノ
島

祭
祀
遺
跡
の
出
土
遺
物
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

沖
ノ
島
の
雛
形
紡
織
具　

神
宝
に
含
ま
れ
る
紡
織
具
の
系
譜
を
知
る

上
で
重
要
な
遺
物
が
、
金
属
製
（
金
銅
・
銅
・
鉄
）
製
の
雛
形
紡
織

具
で
あ
る
。
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
で
は
、
こ
の
雛
形
紡
織
具
は
多
く
が
、

壺
・
高
杯
な
ど
の
金
銅
製
雛
形
容
器
と
と
も
に
出
土
し
て
い
る
。
そ

の
主
な
遺
跡
は
1
号
、
5
号
、
22
号
の
各
遺
跡
で
あ
る
（
（（
（

。

　

露
天
祭
祀
の
1
号
遺
跡
か
ら
は
、
金
銅
製
の
刀
杼
八
点
、
桛
八
点
、

椯
二
二
点
、
麻
笥
一
点
が
出
土
し
て
い
る
。
半
岩
陰
半
露
天
祭
祀
の

5
号
遺
跡
で
は
岩
陰
の
奥
に
ま
と
め
ら
れ
た
形
で
金
銅
製
椯
八
点
、

銅
製
紡
錘
二
点
、
刀
杼
三
点
、
縢
（
地
機
の
経
巻
具
）
四
点
、
麻
笥

二
点
、
鉄
製
椯
一
点
、
縢
七
点
が
出
土
し
て
お
り
、
金
銅
製
雛
形
五

弦
琴
一
点
が
伴
う
。
岩
陰
祭
祀
の
22
号
遺
跡
で
は
、
岩
陰
の
奥
に
石

囲
い
を
作
り
、
そ
こ
に
金
銅
製
の
椯
八
点
、
紡
錘
一
点
、
貫
一
点
、

反
転
一
点
を
納
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
金
銅
製
人
形
一
点
、
金
銅

製
円
板
（
儀
鏡
）
三
点
、
金
銅
製
雛
形
壺
一
点
、
高
杯
一
点
、
銅
製

雛
形
高
杯
一
点
が
伴
う
。

　

各
遺
跡
の
年
代
は
、
出
土
し
た
須
恵
器
の
型
式
か
ら
、
1
号
遺
跡

は
八
・
九
世
紀
代
、
5
・
22
号
遺
跡
は
、
1
号
遺
跡
に
先
行
す
る
七

世
紀
代
が
推
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
5
号
遺
跡
は
八
世
紀
代
の
玄
界

灘
式
製
塩
土
器
が
伴
う
た
め
、
年
代
的
な
下
限
は
八
世
紀
に
降
る
と

考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
で
は
、
金
属
製
の
雛
形
紡
織
具
は
、

恐
ら
く
、
七
世
紀
代
に
22
号
遺
跡
で
供
献
が
始
ま
り
（
（（
（

、
5
号
遺
跡
へ
、

そ
し
て
八
・
九
世
紀
代
の
1
号
遺
跡
へ
と
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
神
宝
に
含
ま
れ
る
金
・
銀
塗
り
の
椯
・
桛
・
麻
笥
の
系
譜
は
、

七
世
紀
代
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
金
銅
製
雛
形
紡

織
具
は
、「
風
の
神
の
祭
」
祝
詞
の
「
金
の
麻
笥
・
金
の
椯
・
金
の

桛
」
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
を

初
見
と
す
る
、
こ
の
祭
の
年
代
と
も
一
致
す
る
。

沖
ノ
島
7
号
遺
跡　

さ
ら
に
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
で
は
、
神
宝
の
内

容
と
対
応
す
る
、
飾
り
大
刀
、
楯
、
靫
（
胡
籙
）・
箭
、
鏡
、
馬
具

の
組
み
合
わ
せ
が
7
号
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

7
号
遺
跡
は
、
祭
祀
遺
跡
の
北
西
部
、
Ｄ
号
巨
岩
の
南
側
の
岩
陰

に
あ
り
、
東
西
八
㍍
、
南
北
三
・
五
㍍
の
範
囲
か
ら
多
量
の
遺
物
が

出
土
し
た
。
覆
土
は
一
〇
㌢
以
下
と
極
め
て
薄
く
、
出
土
し
た
品
々

は
、
岩
陰
に
並
べ
ら
れ
放
置
さ
れ
た
状
況
を
推
定
で
き
る
。
岩
陰
で

の
遺
物
の
出
土
状
況
は
、
西
側
、
中
央
、
東
側
の
三
グ
ル
ー
プ
に
分

け
ら
れ
、
種
類
別
に
一
括
し
て
配
置
さ
れ
た
状
態
を
残
し
て
い
た
。
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第
1

図
　

沖
ノ

島
7

号
遺

跡
遺

物
出

土
状

況
（『
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西
側
で
は
、
特
に
馬
具
が
集
中
し
て
出
土
し
た
。
7
号
遺
跡
か
ら

は
、
鞍
金
具
二
点
、
鉄
地
金
銅
張
の
杏
葉
一
七
点
、
歩
揺
付
雲
珠
七

四
点
、
辻
金
物
雲
珠
一
五
点
な
ど
の
鉄
製
・
金
銅
装
の
馬
具
が
出
土

し
た
が
、
殆
ど
が
岩
陰
西
側
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
雲

珠
と
杏
葉
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
六
組
の
金
銅
装
馬
具
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
馬
具
（
雲
珠
）
に
接
し
て
金
銅
製
鉸
具
と
帯
先

金
具
が
出
土
し
た
。
心
葉
・
雲
形
の
透
か
し
彫
り
の
下
に
玉
虫
の
翅

と
雲
母
を
挟
ん
だ
装
飾
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

　

岩
陰
の
中
央
で
は
、
鉄
剣
五
本
、
鉄
刀
一
〇
本
以
上
、
鉄
製
靫

（
胡
籙
）
金
具
片
、
銅
製
珠
文
鏡
一
点
が
出
土
、
倭
系
の
刀
装
具
で

あ
る
水
晶
製
三
輪
玉
一
七
点
、
鉄
芯
銀
張
り
捩
り
環
頭
二
点
が
刀
剣

の
近
く
か
ら
出
土
し
た
。
ま
た
、
7
号
遺
跡
の
鉄
鏃
二
三
五
本
の
殆

ど
が
中
央
部
に
集
中
し
、
ガ
ラ
ス
小
玉
五
三
五
点
は
二
群
を
つ
く
り
、

滑
石
小
玉
九
〇
八
点
、
臼
玉
三
九
点
は
一
群
に
ま
と
ま
り
出
土
し
た
。

　

刀
剣
類
で
は
、
残
存
長
六
一
・
二
㌢
、
身
長
四
九
・
六
㌢
の
鉄
剣

が
、
捩
り
環
頭
と
三
輪
玉
群
に
接
し
て
出
土
し
、
鉄
地
銀
張
の
鎺
を

持
つ
鉄
刀
も
三
輪
玉
群
八
点
と
捩
り
環
頭
の
付
近
か
ら
出
土
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
刀
剣
は
、
柄
頭
に
捩
り
環
頭
を
差
し
込
ん
だ
梯
形
柄
に
、

水
晶
製
三
輪
玉
を
付
け
た
護
拳
用
の
勾
皮
が
伴
う
倭
系
の
飾
り
大
刀

と
剣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
鉄
刀
に
は
全
長
一
・
五

㍍
に
達
す
る
可
能
性
の
あ
る
長
大
な
大
刀
が
含
ま
れ
る
。

　

鉄
製
靫
（
胡
籙
）
金
具
は
、
組
紐
で
縁
取
り
、
裏
面
に
綾
織
が
部

分
的
に
残
る
。
組
紐
や
綾
で
装
飾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

岩
陰
の
東
側
か
ら
は
、
衝
角
付
冑
一
点
、
挂
甲
一
領
分
と
、
鉄
矛

二
六
本
、
鉄
槍
二
本
、
盾
中
央
鉄
板
一
点
が
出
土
し
た
。
こ
こ
に
は

矛
・
槍
と
盾
に
甲
冑
が
伴
う
形
で
置
か
れ
て
い
た
。

　

主
な
遺
物
の
年
代
を
見
て
み
よ
う
。
馬
具
の
中
で
は
、
剣
菱
形
杏

葉
の
剣
先
形
の
装
飾
は
福
岡
県
桂
川
町
王
塚
古
墳
の
例
と
酷
似
し
、

心
葉
・
棘
葉
形
杏
葉
は
奈
良
県
桜
井
市
珠
城
山
3
号
墳
や
同
県
斑
鳩

町
藤
ノ
木
古
墳
の
も
の
に
類
似
す
る
。
歩
揺
付
き
雲
珠
は
、
や
は
り

藤
ノ
木
古
墳
の
雲
珠
と
類
似
す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
か
ら
、
7
号
遺

跡
出
土
の
馬
具
は
、
六
世
紀
中
頃
か
ら
末
期
の
年
代
を
推
定
で
き
る
（
（（
（

。

　

倭
系
飾
り
大
刀
・
剣
の
柄
頭
に
付
け
ら
れ
た
捩
り
環
頭
は
、
右
捩

り
の
鉄
芯
に
銀
張
り
、
捩
り
部
の
幅
は
六
・
五
㌢
、
高
さ
が
三
㌢
、

深
谷
淳
氏
の
分
類
で
は
Ⅱ
Ｂ
型
に
あ
た
る
。
Ｔ
Ｋ
四
七
型
式
か
ら
Ｔ

Ｋ
一
〇
型
式
の
須
恵
器
に
伴
い
、
五
世
紀
末
期
か
ら
六
世
紀
代
の
年

代
が
推
定
で
き
る
（
（（
（

。
靫
（
胡
籙
）
金
具
は
、
千
家
和
比
古
氏
に
よ
る

分
類
の
第
Ⅱ
型
式
第
2
類
で
、
奈
良
県
珠
城
山
古
墳
や
千
葉
県
睦
沢

町
浅
間
山
古
墳
の
出
土
例
と
類
似
し
、
年
代
は
六
世
紀
代
と
考
え
ら

れ
る
（
（（
（

。
盾
中
央
鉄
板
の
年
代
は
、
福
岡
県
八
女
市
岩
戸
山
古
墳
の
石

盾
と
の
類
似
性
か
ら
、
や
は
り
六
世
紀
代
が
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。
こ
の
よ

う
に
、
沖
ノ
島
7
号
遺
跡
で
出
土
し
た
遺
物
の
年
代
は
、
多
少
の
幅

は
あ
る
も
の
の
、
六
世
紀
代
に
収
ま
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

7
号
遺
跡
の
出
土
品
の
中
で
、
三
輪
玉
と
捩
り
環
頭
を
付
け
た
倭



神宝の成立（笹生）115

系
の
飾
り
大
刀
は
、
白
石
太
一
郎
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
六
世
紀

末
期
の
奈
良
県
藤
ノ
木
古
墳
の
出
土
例
を
通
じ
て
、
神
宮
神
宝
の

「
玉
纏
大
刀
」「
須
加
利
大
刀
」
な
ど
飾
り
大
刀
へ
と
系
譜
が
連
続
す

る
（
（（
（

。
そ
し
て
、
飾
り
大
刀
、
矢
を
入
れ
た
靫
（
胡
籙
）、
盾
、
桙
、

銅
鏡
、
馬
具
と
い
う
神
宝
・
神
財
の
組
み
合
わ
せ
は
、
7
号
遺
跡
出

土
遺
物
の
組
成
か
ら
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
代
に
遡
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
六
世
紀
段
階
の
神
へ
の
捧
げ
物
に
は
、
後
の
「
幣

帛
」
に
無
い
甲
冑
が
含
ま
れ
て
い
た
。

祭
祀
遺
跡
と
馬
具　

こ
の
よ
う
に
祭
祀
の
場
で
馬
具
が
出
土
し
た
事

例
は
、
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
千
葉
県
成
田

市
南
羽
鳥
遺
跡
群
中
岫
第
1
遺
跡
の
土
器
集
積
（U
nit6

）
で
は
、
鉄

鏃
片
、
鉄
製
鎌
形
、
釣
針
、
鋤
先
形
土
製
品
、
手
捏
土
器
と
と
も
に
、

鉄
製
轡
が
出
土
し
た
（
（（
（

。
ま
た
、
同
県
館
山
市
東
田
遺
跡
の
Ｖ
字
溝
か

ら
は
鈴
鏡
・
鏡
形
、
鋤
先
形
、
勾
玉
形
な
ど
一
五
一
点
の
土
製
模
造

品
と
手
捏
土
器
が
出
土
、
そ
の
周
辺
か
ら
は
鉄
鏃
と
馬
具
の
も
の
と

思
わ
れ
る
金
銅
製
帯
先
金
具
が
出
土
し
た
（
（（
（

。
中
岫
第
1
遺
跡
の

U
nit6

は
、
Ｔ
Ｋ
一
〇
型
式
と
Ｔ
Ｋ
四
三
型
式
の
須
恵
器
が
伴
う
た

め
六
世
紀
後
半
、
東
田
遺
跡
は
土
師
器
の
型
式
に
よ
り
六
世
紀
後
半

か
ら
七
世
紀
前
半
の
年
代
を
推
定
で
き
る
。
祭
祀
の
場
で
武
器
と
馬

具
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
六
世
紀
後
半
に
は
、
東
国
を
含
め
列
島
内
で

広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
遡
る
事
例
が
、
山
梨
県
笛
吹
市
の
大
蔵
経
寺
前
遺
跡
で
あ

る
（
（（
（

。
こ
こ
で
は
、
土
器
集
積
を
伴
い
、
石
製
模
造
品
、
土
製
人
形
な

ど
祭
祀
関
係
の
遺
物
を
納
め
た
土
坑
（
祭
祀
坑
）
を
中
心
に
祭
祀
遺

構
を
検
出
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
鉄
鏃
、
細
型
鉄
鋌
な
ど
鉄
製

品
、
紡
織
具
の
石
製
紡
錘
車
、
そ
し
て
馬
具
の
も
の
と
思
わ
れ
る
鉄

製
鉸
具
一
点
が
出
土
し
た
。
年
代
は
、
陶
邑
編
年
の
Ｔ
Ｋ
二
〇
八
型

式
に
並
行
す
る
土
師
器
が
伴
う
た
め
、
五
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
と
考

え
ら
れ
る
。
鉄
製
武
器
の
鉄
鏃
と
鉄
素
材
の
鉄
鋌
、
こ
れ
に
馬
具
が

加
わ
る
組
み
合
わ
せ
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
で
崇
神
天
皇
が
香
島

の
天
大
神
へ
と
捧
げ
た
「
幣
」
と
共
通
す
る
。
こ
の
事
例
か
ら
、
武

器
と
馬
具
、
そ
こ
に
紡
織
具
が
加
わ
る
組
成
は
五
世
紀
後
半
ま
で
遡

る
可
能
性
が
高
い
。

武
器
・
武
具
と
紡
織
具　

馬
具
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
祭
祀
遺

跡
で
刀
剣
、
弓
矢
、
盾
な
ど
の
武
器
・
武
具
と
桛
、
綛
か
け
、
紡
錘

（
紡
輪
）、
刀
杼
な
ど
紡
織
具
が
出
土
す
る
報
告
例
は
、
最
近
、
増
え

て
い
る
。
そ
の
典
型
例
が
、
静
岡
県
浜
松
市
の
山
ノ
花
遺
跡
と
奈
良

県
御
所
市
南
郷
大
東
遺
跡
で
あ
る
。
山
ノ
花
遺
跡
で
は
護
岸
し
た
大

溝
内
か
ら
子
持
勾
玉
な
ど
石
製
模
造
品
や
木
製
刀
形
・
船
形
が
出
土
（
（（
（

、

南
郷
大
東
遺
跡
は
金
剛
山
麓
に
立
地
し
、
覆
い
屋
を
持
つ
導
水
施
設

を
検
出
し
て
い
る
（
（（
（

。
い
ず
れ
も
五
世
紀
代
の
水
に
関
す
る
祭
祀
遺
跡

で
、
と
も
に
木
製
品
と
祭
祀
遺
物
が
良
好
な
形
で
出
土
し
た
。
そ
の

出
土
遺
物
に
、
静
岡
県
磐
田
市
の
明
ヶ
島
5
号
墳
下
層
の
土
製
模
造

品
群
を
加
え
、
機
能
別
に
分
類
し
ま
と
め
た
の
が
第
3
表
で
あ
る
。
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明
ヶ
島
5
号
墳
は
Ｔ
Ｋ
二
〇
八
型
式
の
須
恵
器
が
伴
い
五
世
紀
中
頃

の
年
代
を
推
定
で
き
、
下
層
の
土
製
模
造
品
群
の
年
代
は
確
実
に
五

世
紀
前
半
へ
と
遡
る
（
（（
（

。

　

こ
の
表
で
三
遺
跡
の
出
土
遺
物
を
見
る
と
、
鏡
・
玉
類
、
武
器
・

武
具
、
紡
織
具
、
楽
器
、
器
財
類
で
共
通
す
る
品
を
確
認
で
き
る
。

こ
の
共
通
す
る
も
の
は
、
土
製
模
造
品
を
作
る
必
要
が
あ
り
、
同
時

に
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
品
々
で
あ
る
。
そ
れ
は
五
世
紀
代
の
祭

祀
の
場
で
必
要
と
さ
れ
た
品
々
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
武
器
・

武
具
で
は
、
梯
形
柄
頭
の
倭
系
刀
剣
類
、
弓
矢
、
盾
が
あ
り
、
紡
織

具
に
は
桛
、
綛
か
け
、
紡
錘
（
紡
輪
）、
刀
杼
な
ど
が
あ
る
。
楽
器

で
は
琴
、
器
財
類
で
は
調
理
具
の
臼
・
杵
、
供
献
具
の
案
が
共
通
す

る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
山
ノ
花
遺
跡
や

南
郷
大
東
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
紡
織
具
、
楽
器
（
琴
）、
器
財
類

（
臼
・
杵
、
案
）
は
模
造
品
で
は
な
く
、
実
用
品
で
あ
る
点
だ
。

遺
物
組
成
と
祭
式　

こ
の
意
味
を
考
え
る
の
に
参
考
と
な
る
の
が
、

『
内
宮
儀
式
帳
』
に
記
さ
れ
た
祭
祀
の
流
れ
「
祭
式
」
で
あ
る
。
令

制
祭
祀
の
神
衣
祭
と
神
嘗
祭
、
神
嘗
祭
と
類
似
す
る
月
次
祭
の
次

第
・
祭
式
を
見
て
み
よ
う
。

　

九
月
の
神
嘗
祭
と
六
月
・
一
二
月
の
月
次
祭
は
、
天
照
大
神
の
御

前
に
御
贄
・
御
饌
を
供
え
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
。
ま
ず
、
供
え
る

塩
や
酒
の
製
造
を
含
め
、
禰
宜
以
下
の
手
に
よ
り
御
贄
等
の
準
備
が

　第 3 表　5 世紀代祭祀遺跡の出土遺物対応表
南郷大東遺跡 山ノ花遺跡出土遺物 明ヶ島 5号墳下層出土土製模造品

装身具
等

滑石製有孔円板（単孔・双孔）・勾玉・
管玉、瑪瑙製勾玉、竹製竪櫛

滑石製有孔円板・子持勾玉・勾玉・
偏平勾玉・管玉、緑色瑪瑙製勾玉、
瑪瑙製丸玉、水晶製丸玉、ガラス製
勾玉・小玉、竹製竪櫛

鏡・勾玉・管玉・小玉・指輪・耳環・
腕輪

武器・
武具

木製刀剣把縁・刀剣鞘・鞘尻・盾・
弓・刀形・剣形・鏃形・鳴鏑形？、
滑石製剣形・剣形未製品

鉄刀片、木製大刀柄・鞘・鞘尻・弓・
刀形・剣形・鏃形、滑石製剣形

大刀・剣・弓・矢・靫・甲冑・盾・
鞆

農　具 木製鍬柄・鎌柄・穂摘具？ 木製叉鍬・平鍬・鍬柄・横鍬・鋤・
鎌柄・大足

鍬鋤・鎌

工　具 斧柄 木製斧柄・刀子柄 縦斧・横斧・短柄斧
紡織具 木製椯台（綛かけ台？）・綛かけ・桛・

中筒？・腰当、石製・土製紡錘車
木製椯・椯台（綛かけ台？）・綛かけ・
桛・刀杼・織機部材・腰掛・腰当・
中筒？、木製・土製紡錘車

紡錘車・桛・綛かけ・刀杼・布送具？

楽　器 木製琴・琴柱 木製琴・琴柱 板琴・槽琴・棒琴・縦笛・横笛
威儀具 翳形 木製儀杖・蓋 杖・蓋
器材等 木製案（机）・椅子・臼？・竪杵？・

横槌・掛矢・櫂・天秤棒、木錘、火
鑚臼・杵？、下駄

木製案（机）・案足（机台）・櫂・横槌・
鈎状吊手・編台・杓子・竪杵、木錘、
火鑚臼・杵

案・槌・臼、杵、杓子、瓢、スプー
ン、土錘、櫂、ベンチ状品、把手状
品、板、棒、円錐状品

土器・
容器類

土師器甕・壺・坩・高杯、須恵器杯蓋・
身・高杯・器台・壺・𤭯？・把手付碗、韓
式系土器壺・𤭯・高杯・甑・鉢？、木製
舟形容器・槽、籠・箕？

土師器甕・壺・坩・高杯、須恵器杯
蓋・身・高杯・壺・𤭯・甕・甑・器
台、木製槽・曲物・箱物

コップ状容器・椀・皿・高杯・壺・
甕・蓋

その他 木製舟形・陽物形・幣形？ 木製舟形 舟、人（武人・男性・女性・中性・子供）、
動物・貝（猪、犬、水鳥、鶏、トコブシ、
ヒオウギ）、陽物、スタンプ状品
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丁
寧
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
一
五
日
の
夜
、
供
え
る
御

贄
・
御
饌
や
供
奉
人
の
浄
・
不
浄
に
つ
い
て
御
巫
内
人
の
琴
で
神
意

を
判
定
す
る
。
そ
し
て
、
一
六
日
の
夜
、
禰
宜
以
下
が
内
院
に
参
入
、

御
贄
・
御
饌
を
大
神
の
御
前
に
供
え
、
拝
礼
・
拍
手
し
て
退
出
す
る
。

そ
の
後
、
直
会
院
で
直
会
が
行
わ
れ
る
。

　

四
月
・
九
月
の
神
衣
祭
で
は
、
一
日
か
ら
一
四
日
ま
で
に
、
神
服

部
は
赤
引
の
糸
で
神
御
衣
を
織
り
、
神
麻
積
連
は
麻
を
積
み
、
和
衣

を
織
り
あ
げ
る
。
こ
の
神
御
衣
等
を
、
一
四
日
に
は
大
神
宮
司
・
禰

宜
以
下
が
第
三
重
（
玉
串
御
門
前
）
で
奉
献
、
告
刀
（
祝
詞
）
奏
上
の

後
、
神
御
衣
等
は
内
院
の
東
寶
殿
へ
と
収
納
さ
れ
る
。
神
嘗
祭
翌
日

の
朝
廷
幣
等
奉
入
も
基
本
的
に
は
同
じ
流
れ
で
、
最
終
的
に
、
朝
廷

幣
は
正
殿
へ
、
馬
具
（
鞍
）
は
東
寶
殿
へ
と
収
納
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
祭
祀
の
一
連
の
流
れ
を
見
る
と
、『
内
宮
儀
式
帳
』
の
祭

祀
構
造
は
、
①
祭
祀
の
準
備
段
階
（
御
贄
・
御
饌
の
準
備
・
調
理
、
神

意
判
定
、
神
御
衣
の
調
製
）、
②
祭
祀
の
中
核
（
御
贄
・
御
饌
の
供
献
、

告
刀
奏
上
）、
③
祭
祀
後
の
対
応
（
直
会
、
朝
廷
幣
・
神
御
衣
・
馬
具
の

正
殿
・
東
寶
殿
へ
の
収
納
）
の
三
段
階
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

特
に
重
要
な
の
は
、
祭
祀
に
先
だ
ち
供
献
す
る
品
々
や
神
饌
を
特
別

に
準
備
し
、
神
意
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
神
へ
と
供
献
す

る
品
々
の
清
浄
を
確
保
し
、
確
認
す
る
上
で
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
で

あ
っ
た
。
月
次
祭
で
は
、
禰
宜
・
内
人
・
物
忌
等
は
、
御
稲
倉
か
ら

出
し
た
稲
を
清
浄
な
碓
（
臼
）、
杵
、
箕
で
舂
き
、
大
物
忌
が
竈
で

炊
き
あ
げ
る
。
そ
の
浄
・
不
浄
の
神
意
判
定
に
は
琴
を
使
用
す
る
。

ま
た
、
神
衣
祭
で
は
、
神
御
衣
・
和
衣
を
調
製
す
る
に
は
一
連
の
紡

織
具
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
品
々
は
、
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
、

山
ノ
花
遺
跡
、
南
郷
大
東
遺
跡
で
出
土
し
た
臼
・
杵
の
調
理
具
、
一

連
の
紡
織
具
、
琴
に
対
応
す
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

幣
帛
の
原
形　

祭
祀
に
必
要
な
用
具
を
準
備
す
る
と
い
う
行
為
は
、

鉄
製
品
も
同
様
で
あ
る
。『
内
宮
儀
式
帳
』
で
は
、
祈
年
祭
、
山
口

祭
、
正
殿
心
柱
造
奉
祭
で
使
用
す
る
鉄
製
品
、「
忌
鍬
・
忌
斧
」「
神

祭
大
刀
・
鉾
前
」「
忌
奈
太
・
忌
鎌
・
銫
」「
鏡
」「
鐵
人
像
」
は
、

忌
鍛
冶
が
鉄
素
材
か
ら
製
作
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
五
世
紀
代

の
祭
祀
遺
跡
、
千
葉
県
木
更
津
市
千
束
台
遺
跡
、
愛
媛
県
松
前
町
出

作
遺
跡
で
は
、
石
製
模
造
品
以
外
に
、
鉄
鏃
、
鉄
斧
（
斧
形
）、
鉄

製
曲
刃
鎌
・
Ｕ
字
形
鋤
先
、
穂
摘
具
、
刀
子
、
鉇
な
ど
鉄
製
の
武
器
、

農
・
工
具
が
出
土
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鉄
素
材
の
細
型
鉄
鋌
と
鍛

冶
遺
構
の
痕
跡
、
鍛
冶
滓
、
鍛
造
断
片
が
あ
り
、
鉄
製
品
の
一
部
、

恐
ら
く
簡
単
に
製
作
で
き
る
斧
形
な
ど
は
、
祭
祀
の
場
近
く
で
作
ら

れ
た
と
推
測
で
き
る
。『
内
宮
儀
式
帳
』
の
鉄
製
祭
具
と
忌
鍛
冶
の

関
係
は
、
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
鉄
製
品
に
も
対
応

し
、『
内
宮
儀
式
帳
』
の
祭
式
の
構
造
は
、
五
世
紀
代
ま
で
遡
及
す

る
要
素
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
山
ノ
花
遺
跡
や
南
郷
大
東
遺
跡
、
千
束
台
遺
跡
、
出
作

遺
跡
な
ど
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
武
器
（
刀
剣
、
刀
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形
弓
矢
）、
武
具
（
盾
）、
農
具
（
鋤
鍬
先
）、
紡
織
具
か
ら
推
定
で
き

る
布
帛
類
の
組
み
合
わ
せ
は
、『
延
喜
式
』
神
祇
式
四
時
祭
の
祈
年
・

月
次
祭
の
祭
料
と
共
通
す
る
（
（（
（

。

　

ま
た
、
福
島
県
白
河
市
建
鉾
山
遺
跡
、
群
馬
県
渋
川
市
宮
田
諏
訪

原
遺
跡
、
三
重
県
名
張
市
土
山
遺
跡
、
岡
山
県
高
島
岩
盤
山
山
頂
遺

跡
、
愛
媛
県
魚
島
村
魚
島
大
木
遺
跡
、
宗
像
沖
ノ
島
21
号
遺
跡
な
ど

五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
で
は
鉄
製
武
器
（
刀
剣
、
鉾
、
鏃
）
や
鉄
鋌

と
と
も
に
銅
製
儀
鏡
が
出
土
し
て
い
る
（
（（
（

。
鉄
製
武
器
、
鉄
素
材
（
鉄

鋌
）、
鏡
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
復
元
で
き
、
こ
れ
は
、『
常
陸
国
風

土
記
』
香
島
郡
条
で
崇
神
天
皇
が
香
島
の
天
大
神
に
捧
げ
た
「
幣
」

の
内
容
と
重
な
る
。

　

つ
ま
り
、
五
世
紀
代
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
鉄
製
の
武
器
・

武
具
、
農
・
工
具
、
鏡
、
こ
れ
に
紡
織
具
か
ら
推
定
で
き
る
布
帛
類

を
加
え
た
品
々
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
「
幣
帛
」
や

「
幣
」
と
呼
ば
れ
た
神
へ
の
捧
げ
物
の
原
形
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ

の
組
成
は
、
千
束
台
遺
跡
、
出
作
遺
跡
な
ど
代
表
的
な
祭
祀
遺
跡
が

形
成
さ
れ
た
五
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

五
世
紀
代
、
日
本
列
島
で
は
朝
鮮
半
島
と
の
人
的
・
物
的
交
流
が

活
発
化
し
、
技
術
革
新
の
時
代
を
迎
え
た
。
朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
多

量
の
鉄
素
材
が
流
入
、
あ
わ
せ
て
新
た
な
鍛
冶
技
術
が
も
た
ら
さ
れ

た
（
（（
（

。
紡
織
技
術
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
、
東
村
純
子
氏

が
設
定
す
る
「
上
細
井
型
経
送
具
」
を
伴
い
「
輪
状
式
原
始
機
」
が

発
達
、
幅
広
の
布
が
織
れ
る
よ
う
に
な
り
、
五
世
紀
に
は
有
機
台
機

（
地
機
）
に
象
徴
さ
れ
る
新
た
な
紡
織
技
術
が
導
入
さ
れ
た
（
（（
（

。
窯
業

で
は
四
世
紀
末
期
に
は
須
恵
器
生
産
が
始
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
（（
（

。

こ
れ
ら
最
新
の
素
材
と
技
術
は
、
五
世
紀
中
頃
ま
で
に
祭
祀
の
場
に

動
員
さ
れ
、
豊
富
な
鉄
素
材
と
新
た
な
鍛
冶
技
術
に
よ
り
光
り
輝
く

鉄
製
の
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
が
神
へ
と
捧
げ
ら
れ
た
。
特
に
、

農
具
で
は
、
最
新
の
曲
刃
鎌
、
Ｕ
字
形
鋤
鍬
先
が
、
逸
早
く
持
ち
込

ま
れ
た
。
ま
た
、
大
阪
府
陶
邑
窯
で
焼
成
さ
れ
た
杯
・
高
杯
、
𤭯
、

甕
な
ど
の
初
期
須
恵
器
は
神
饌
・
神
酒
を
入
れ
、
神
へ
と
酒
食
を
供

え
る
容
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
布
帛
類

も
、
発
達
を
と
げ
新
た
な
技
術
導
入
が
行
わ
れ
た
紡
織
具
で
織
り
あ

げ
ら
れ
、
重
要
な
供
献
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
頃
、
神
へ
と
供
献
さ
れ
た
鉄
製
武
具
に
は
甲
冑
類
が
含
ま
れ

て
い
た
。
五
世
紀
前
半
の
宗
像
沖
ノ
島
21
号
遺
跡
で
は
衝
角
付
冑
一

点
、
五
世
紀
後
半
の
群
馬
県
の
宮
田
諏
訪
原
遺
跡
で
は
小
札
甲
の
小

札
一
点
が
出
土
し
て
お
り
、
五
世
紀
前
半
の
明
ヶ
島
5
号
墳
下
層
の

土
製
模
造
品
群
に
は
衝
角
付
冑
と
短
甲
の
土
製
品
が
あ
る
。
こ
の
系

譜
は
、
六
世
紀
代
の
宗
像
沖
ノ
島
7
号
遺
跡
の
甲
冑
へ
と
受
け
つ
が

れ
た
。

　

五
世
紀
代
、
鍛
冶
、
紡
織
、
窯
業
の
技
術
革
新
に
よ
り
、
当
時
の

最
新
・
最
上
の
品
と
し
て
神
へ
の
供
献
品
は
準
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
使
っ
て
祭
の
構
造
、
祭
式
が
整
備
さ
れ
、
後
の
「
幣
帛
」
や
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「
祭
式
」
の
原
形
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
幣
帛
と
神
宝
・
装
束
の
成
立
過
程

　

以
上
、
神
宝
・
装
束
と
幣
帛
の
関
係
を
文
献
史
料
で
整
理
し
た
上

で
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
考
古
資
料
と
の
比
較
か
ら
考
え
て
き
た
。

そ
の
成
立
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
神
宝
・
装
束
に
移
行
し

た
の
か
、
歴
史
的
背
景
を
含
め
て
最
後
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

◎
Ⅰ
段
（
五
世
紀
前
半
～
中
頃
）、
幣
帛
の
原
形
の
成
立
期　

五
世
紀

中
頃
ま
で
に
、
当
時
の
技
術
革
新
と
最
上
の
品
々
を
象
徴
す
る
鉄
製

の
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
、
布
帛
類
の
組
み
合
わ
せ
が
神
へ
の
供

献
品
の
セ
ッ
ト
と
し
て
成
立
す
る
。

　

鉄
製
の
刀
剣
、
弓
矢
、
斧
な
ど
は
、
既
に
弥
生
時
代
後
期
に
は
墓

へ
の
副
葬
品
と
な
り
、
甲
冑
や
盾
、
鉾
の
武
器
・
武
具
類
も
四
世
紀

後
半
か
ら
五
世
紀
代
に
は
古
墳
の
副
葬
品
に
含
ま
れ
る
。
同
時
に
、

多
量
の
鉄
製
品
が
古
墳
へ
副
葬
さ
れ
た
（
（（
（

。
こ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
て

成
立
し
た
の
が
鉄
製
品
と
布
帛
類
を
中
心
と
し
た
神
へ
の
供
献
品
の

セ
ッ
ト
だ
っ
た
。
五
世
紀
に
成
立
す
る
神
へ
の
供
献
品
の
セ
ッ
ト
は
、

古
墳
前
期
の
副
葬
品
を
基
礎
と
し
て
、
四
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に

か
け
て
古
墳
の
副
葬
品
と
そ
の
祭
式
が
変
化
す
る
中
、
朝
鮮
半
島
と

日
本
列
島
と
の
人
的
・
物
的
交
流
の
活
発
化
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
。
そ
の
結
果
、
五
世
紀
代
、
古
墳
に
お
け
る
「
祖

（
お
や
）」
の
祭
祀
と
、
祭
祀
遺
跡
に
お
け
る
「
神
」
の
祭
祀
は
、
と

も
に
鉄
製
品
の
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
に
代
表
さ
れ
る
貴
重
品
を

捧
げ
、
酒
食
を
供
え
る
共
通
し
た
方
法
・
祭
式
で
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
（
（（
（

。
大
場
磐
雄
氏
が
指
摘
し
た
神
宝
の
源
流
と
葬
送
儀
礼
と
の

関
連
性
は
、
こ
れ
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
五
世
紀
代
、
祭
祀
に
供
す
る
一
部
の
鉄
製
品
と
布
帛
類
を

準
備
・
調
製
す
る
た
め
、
祭
祀
の
場
に
は
鍛
冶
の
施
設
と
一
連
の
紡

織
具
が
必
要
で
あ
り
、
酒
食
を
調
理
す
る
た
め
の
調
理
具
を
用
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
後
の
神
宝
に
見
ら
れ
る
武
器

と
紡
織
具
の
組
み
合
わ
せ
の
源
流
が
あ
る
と
考
え
る
。
紡
織
具
は
祭

祀
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
、
神
や
祖
の
た
め
の
布
帛
を
織
っ
た
の
で
あ

る
。

　

祭
祀
用
の
布
帛
や
酒
食
は
、
神
・
祖
の
た
め
清
浄
な
形
で
調
製
さ

れ
た
。
そ
れ
を
調
製
す
る
器
具
も
神
や
祖
と
の
特
別
な
関
係
を
象
徴

す
る
よ
う
に
、
実
用
品
だ
け
で
は
な
く
模
造
品
が
祭
祀
の
場
に
用
意

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
匏
・
杓
子
、
臼
・
杵
な
ど
調
理
具
と
紡
織

具
の
土
製
模
造
品
は
、
明
ヶ
島
5
号
墳
下
層
だ
け
で
な
く
、
静
岡
県

浜
松
市
中
津
坂
上
遺
跡
（
（（
（

な
ど
で
確
認
で
き
る
。
古
墳
か
ら
の
出
土
例

と
し
て
は
、
群
馬
県
前
橋
市
の
上
細
井
稲
荷
山
古
墳
か
ら
、
石
製
の

坩
、
案
の
模
造
品
と
と
も
に
、
東
山
氏
の
「
上
細
井
型
経
送
具
」
と

「
布
送
具
」
な
ど
、
石
製
模
造
品
の
機
織
り
具
が
出
土
し
て
い
る
。

五
世
紀
初
頭
頃
の
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

高
床
倉
と
祭
祀
の
場　

も
う
一
つ
、
五
世
紀
代
の
祭
祀
の
場
の
特
徴
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と
し
て
、
高
床
倉
の
よ
う
な
収
納
施
設
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘

で
き
る
。
奈
良
県
天
理
市
の
石
上
神
宮
で
は
四
世
紀
後
半
の
七
支
刀
、

五
世
紀
代
の
鉄
板
鋲
留
技
法
で
作
ら
れ
た
鉄
盾
が
土
中
せ
ず
伝
世
し

て
お
り
（
（（
（

、
石
上
神
宮
境
内
に
は
早
い
段
階
か
ら
収
納
施
設
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
山
ノ
花
遺
跡
で
は
楣
材
と
梯
子
材
、

南
郷
大
東
遺
跡
か
ら
は
楣
材
と
閂
穴
の
あ
る
扉
材
が
出
土
、
五
世
紀

代
の
水
辺
の
祭
祀
遺
跡
、
千
葉
県
館
山
市
の
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
で

も
閂
穴
を
持
つ
扉
材
が
出
土
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
れ
ら
の
祭
祀
遺
跡
の
周

辺
に
は
、
こ
の
よ
う
な
建
築
部
材
か
ら
、
閂
で
施
錠
し
梯
子
で
昇
降

す
る
高
床
倉
の
よ
う
な
収
納
施
設
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と
推
測

で
き
る
。
そ
れ
は
、『
内
宮
儀
式
帳
』
の
祭
式
で
祭
祀
の
後
、「
幣

帛
」「
神
御
衣
」
を
正
殿
・
東
寶
殿
に
収
納
す
る
よ
う
に
、
祭
祀
に

お
い
て
捧
げ
ら
れ
た
鉄
製
武
器
や
布
帛
類
な
ど
を
収
納
す
る
機
能
を

果
た
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

◎
Ⅱ
段
階
（
五
世
紀
後
半
～
六
世
紀
）　

大
蔵
経
寺
前
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
鉄
製
鉸
具
か
ら
、
五
世
紀
後
半
頃
に
は
祭
祀
の
場
に
馬
具
が
持

ち
込
ま
れ
、
神
へ
の
供
献
品
の
セ
ッ
ト
に
馬
・
馬
具
が
加
わ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
、
五
世
紀
後
半
に
は
馬
具
を
装
着
し
た

馬
の
土
製
品
、
土
馬
が
出
現
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
（（
（

。

馬
・
馬
具
も
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
、
五
世
紀
代
の
日
本
列
島
へ
と

急
速
に
普
及
し
た
。
そ
し
て
、
馬
具
は
古
墳
の
副
葬
品
と
な
る
。
ま

さ
に
、
最
新
・
最
上
の
品
と
し
て
神
・
祖
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
相
応

し
い
も
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
五
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
盛
装
し
た
人
物
へ
女

性
が
杯
を
捧
げ
る
姿
を
中
心
に
形
象
埴
輪
群
像
が
形
成
さ
れ
た
（
（（
（

。
そ

こ
に
は
、
甲
冑
・
弓
・
靫
を
身
に
付
け
た
武
人
、
盾
持
ち
人
、
馬
具

を
装
着
し
た
馬
、
倭
系
飾
り
大
刀
と
い
っ
た
形
象
埴
輪
が
含
ま
れ
る
。

そ
の
内
容
は
、
当
時
の
神
・
祖
へ
の
供
献
品
の
要
素
と
対
応
す
る
構

成
で
あ
る
。

　

こ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
六
世
紀
代
の
宗
像
沖
ノ
島
7
号
遺
跡
の
遺

物
組
成
へ
と
受
け
継
が
れ
る
。
金
銅
や
銀
、
水
晶
の
三
輪
玉
、
綾
な

ど
で
装
飾
性
を
高
め
た
、
色
鮮
や
か
で
煌
び
や
か
な
供
献
品
の
姿
が
、

そ
こ
に
は
あ
る
。
後
期
古
墳
の
副
葬
品
の
変
化
と
歩
調
を
合
わ
せ
る

形
で
、
後
の
神
宝
に
つ
な
が
る
品
々
は
装
飾
性
・
儀
仗
性
を
高
め
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
神
宮
神
宝
の
玉
纏
大
刀
な
ど
の

飾
り
大
刀
、
鉾
、
盾
、
靫
、
馬
具
を
装
着
し
た
馬
形
へ
と
連
続
す
る
。

◎
Ⅲ
段
階
（
七
世
紀
代
）　

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
事
例
か
ら
、
七
世
紀

に
は
金
銅
製
な
ど
の
金
属
製
雛
形
紡
織
具
が
出
現
し
て
供
献
品
の

セ
ッ
ト
に
加
わ
り
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
武
具
の
甲
冑
は
姿
を
消
し

て
い
る
。

　

同
時
期
の
七
世
紀
中
頃
、
宗
像
郡
と
同
様
に
神
郡
と
な
る
常
陸
国

香
島
（
鹿
島
）
郡
内
、
鹿
島
神
宮
に
隣
接
す
る
厨
台
遺
跡
群
（
茨
城

県
鹿
嶋
市
）
で
は
、
石
製
模
造
品
の
大
形
有
孔
円
板
、
斧
・
刀
子
・

鎌
形
が
現
れ
る
（
（（
（

。
斧
・
刀
子
・
鎌
形
の
石
製
模
造
品
は
、
五
世
紀
で
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も
早
い
段
階
の
も
の
で
、
こ
の
時
期
、
古
い
伝
統
を
受
け
継
ぐ
祭
具

と
し
て
再
編
成
さ
れ
姿
を
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
で
は
、
八
世
紀
ま
で
に
人
形
、
馬
形
、
船
形
の

新
た
な
石
製
模
造
品
が
出
現
す
る
。
人
形
は
、
五
世
紀
前
半
の
明
ヶ

島
5
号
墳
下
層
資
料
に
含
ま
れ
、
馬
形
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
五

世
紀
後
半
に
は
出
現
し
て
い
る
。
山
ノ
花
遺
跡
に
は
木
製
船
形
が
あ

り
、
そ
の
系
譜
は
五
世
紀
ま
で
遡
る
。
沖
ノ
島
祭
祀
遺
跡
の
新
た
な

石
製
模
造
品
も
、
香
島
郡
の
厨
台
遺
跡
群
の
例
と
同
様
、
七
世
紀
中

頃
を
画
期
に
、
五
世
紀
以
来
の
人
形
・
馬
形
・
船
形
を
再
編
成
し
供

献
品
と
し
て
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
五
世
紀
以
来
、
神
・
祖
の
た
め
布
帛
類

を
織
っ
て
き
た
紡
織
具
は
特
に
重
要
視
さ
れ
、
装
飾
性
を
高
め
た
金

銅
な
ど
の
金
属
製
雛
形
紡
織
具
と
な
り
、
同
じ
く
神
意
を
判
定
す
る

た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
琴
も
金
属
製
模
造
品
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
反
面
、
こ
の
段
階
で
甲
冑
が
、
供
献
品
の
セ
ッ
ト
か
ら
脱
落
す

る
。
同
時
期
、
古
墳
の
葬
制
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
連
動
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
、
検
証
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

装
飾
性
・
儀
仗
性
を
高
め
た
飾
り
大
刀
、
靫
、
盾
、
馬
具
に
、
伝

統
的
な
鏡
と
布
帛
類
、
そ
し
て
布
帛
類
を
作
る
紡
織
具
を
模
っ
た
金

属
製
雛
形
紡
織
具
が
加
わ
り
、
風
神
の
祭
や
広
瀬
大
忌
の
祭
祝
詞
、

『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
な
ど
に
見
え
る
「
幣
・
幣
帛
（
み
て

ぐ
ら
）」
は
成
立
す
る
。
そ
の
時
期
は
、
龍
田
風
神
祭
と
広
瀬
大
忌

祭
の
初
見
で
あ
る
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
以
前
で
、
香
島
郡
の

厨
台
遺
跡
群
で
は
再
編
成
さ
れ
た
石
製
模
造
品
が
七
世
紀
中
頃
の
土

師
器
杯
を
伴
う
た
め
、
孝
徳
朝
の
頃
が
一
つ
の
画
期
と
な
っ
て
い
た

可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。『
常
陸
国
風
土
記
』
や
『
内
宮
儀
式
帳
』

が
記
す
神
郡
の
設
置
と
の
関
連
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

◎
Ⅳ
段
階
（
八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
初
頭
）　

五
世
紀
中
頃
の
Ⅰ
段
階

か
ら
七
世
紀
代
の
Ⅲ
段
階
ま
で
の
変
遷
を
経
て
、「
幣
・
幣
帛
」「
う

づ
の
大
幣
帛
」
と
呼
ば
れ
た
神
へ
の
捧
げ
物
は
成
立
し
た
。
そ
の
内

容
は
、
武
器
・
武
具
、
馬
・
馬
具
、
鏡
、
紡
織
具
と
御
服
な
ど
布
帛

類
の
総
称
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
幣
・
幣
帛
」
は
、
八
世
紀
後
半
以
降
、

春
日
祭
や
平
野
祭
祝
詞
が
示
す
よ
う
に
、
武
器
・
鏡
・
馬
な
ど
の

「
神
宝
・
神
財
」
と
布
帛
類
の
「
御
服
」
へ
と
分
化
す
る
。

神
観
と
神
宝
・
装
束　

こ
の
よ
う
に
「
幣
・
幣
帛
（
み
て
ぐ
ら
）」
が

分
化
す
る
背
景
に
は
、
武
器
・
武
具
、
鏡
、
馬
・
馬
具
な
ど
の
品
々

を
、「
神
宝
・
御
料
」
と
し
て
使
用
す
る
神
の
姿
が
八
世
紀
代
を
通

じ
て
広
く
定
着
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
少
な
が
ら

ず
神
像
の
成
立
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、『
内
宮

儀
式
帳
』「
管
神
宮
肆
院
行
事
、
造
奉
月
讀
宮
」
に
は
、
月
讀
命
の

御
形
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

次
に
月
讀
命
と
稱
す
。
御
形
は
馬
に
乗
る
男
の
形
。
紫
の
御
衣

を
著
、
金
作
り
の
帯
大
刀
を
佩
き
た
ま
ふ
。
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『
内
宮
儀
式
帳
』
が
成
立
し
た
九
世
紀
初
頭
、
月
讀
命
の
神
像
が

御
形
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
姿
は
、
馬
に
乗
り
紫
の
御
衣
を

着
用
、
金
作
り
の
大
刀
を
佩
用
す
る
男
神
像
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
の

姿
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
月
讀
命
を
祀
る
東
一
殿
に
納
め
る
神
財
と

し
て
、
金
作
大
刀
二
柄
、
靑
毛
土
馬
一
疋
、
御
鞍
一
具
を
あ
げ
て
い

る
。

　

神
像
は
、『
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
材
帳
』
が
記
す
天
平
宝
字

七
年
（
七
六
三
）
の
例
が
最
も
早
く
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
八
世

紀
中
頃
に
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。
神
は
、
い
か
な
る
容
姿
で
、

ど
の
よ
う
な
衣
服
を
着
用
し
、
何
を
持
つ
の
か
。
神
像
の
成
立
は
、

神
々
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
細
部
に
わ
た
り
具

体
化
さ
せ
、
九
世
紀
代
、
多
様
な
神
像
彫
刻
の
作
例
へ
と
つ
な
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
神
像
が
な
く
と
も
、
細
部
ま
で
具
体

化
し
た
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
り
定
着
す
る
影
響
は
大
き
か
っ
た
と

思
わ
れ
、
神
霊
は
神
殿
に
居
住
す
る
と
い
う
認
識
が
広
範
に
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
岡
田
莊
司
氏
が
指
摘
す
る
神
護
景
雲
二

年
の
春
日
大
社
神
殿
創
立
と
、「
神
宝
」
の
文
字
を
使
用
し
た
祝
詞

の
成
立
と
は
相
互
に
関
係
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

神
へ
の
供
献
品
の
総
称
「
幣
帛
」
が
祝
詞
の
中
で
「
神
宝
・
神

財
」
と
「
御
服
」
へ
と
分
離
し
、
そ
し
て
『
内
宮
儀
式
帳
』
に
あ
る

「
神
財
」
と
「
装
束
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
は
、
こ
の
神
像

の
成
立
と
神
観
の
具
体
化
の
流
れ
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

五
、
ま
と
め

　
「
神
宝
」
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
、
文
献
史
料

と
考
古
資
料
か
ら
考
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
点
を
明
ら
か

に
で
き
た
。

◎�

神
へ
の
供
献
品
で
あ
る
「
幣
・
幣
帛
（
み
て
ぐ
ら
）」
は
、
八
世
紀

後
半
を
境
に
、
武
器
・
武
具
、
紡
織
具
、
鏡
、
馬
・
馬
具
な
ど
の

「
神
宝
・
神
財
」
と
、
布
帛
類
で
作
ら
れ
た
神
の
被
服
類
の
「
御

服
」
に
分
離
し
、
さ
ら
に
布
帛
類
は
「
御
服
」
と
鋪
設
具
を
含
む

「
装
束
」
と
な
っ
た
。『
内
宮
儀
式
帳
』
の
神
宝
・
装
束
の
分
類
は
、

こ
れ
に
準
拠
す
る
。

◎�

幣
帛
が
「
神
宝
・
神
財
」
と
「
御
服
・
装
束
」
に
分
離
し
た
背
景

に
は
、
神
像
の
成
立
と
、
そ
れ
に
伴
う
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
詳
細
な

具
体
化
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

◎�

「
幣
・
幣
帛
」
の
原
形
は
、
四
世
紀
ま
で
の
古
墳
副
葬
品
を
基
礎

に
、
五
世
紀
に
成
立
し
た
鉄
製
武
器
・
武
具
、
農
・
工
具
に
布
帛

類
を
加
え
た
、
神
へ
の
捧
げ
物
の
セ
ッ
ト
に
あ
る
。

◎�
こ
の
セ
ッ
ト
は
、
五
世
紀
代
の
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
と
の
人

的
・
物
的
交
流
の
活
発
化
を
背
景
に
流
入
し
た
鉄
素
材
、
新
た
な

鍛
冶
技
術
、
紡
織
技
術
に
よ
り
作
ら
れ
た
、
当
時
の
最
新
・
最
上

の
品
々
で
あ
っ
た
。
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◎�
神
へ
の
捧
げ
物
の
セ
ッ
ト
は
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
ま
で
に

馬
具
を
加
え
、
装
飾
性
・
儀
仗
性
を
高
め
、
七
世
紀
の
祭
祀
用
模

造
品
の
再
編
成
を
受
け
、
祝
詞
な
ど
に
記
さ
れ
た
「
幣
・
幣
帛
」

へ
と
つ
な
が
っ
た
。

　
「
神
宝
・
装
束
」、
そ
の
母
体
と
な
っ
た
「
幣
帛
」
の
原
形
は
、
五

世
紀
の
時
代
性
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

埼
玉
県
行
田
市
の
埼
玉
古
墳
群
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
銘
は
「
治

天
下
の
大
王
」
と
し
て
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
の
名
を
刻
む
。
こ
の
銘
文

冒
頭
の
辛
亥
年
は
、
西
暦
四
七
一
年
と
考
え
ら
れ
（
（（
（

、
五
世
紀
後
半
に

は
「
天
下
」
と
い
う
国
家
領
域
と
、
こ
れ
を
統
治
す
る
大
王
の
意
識

が
存
在
し
た
。
五
世
紀
当
時
、
鉄
素
材
は
大
和
王
権
が
所
在
し
た
大

和
周
辺
に
多
量
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
。
奈
良
県
奈
良
市
の
大
和
6
号

墳
か
ら
出
土
し
た
八
七
二
枚
に
お
よ
ぶ
大
小
の
鉄
鋌
は
、
そ
の
一
端

を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
（
（（
（

。
こ
う
考
え
る
と
、
地
方
の
祭
祀
遺
跡
か
ら

出
土
す
る
鉄
製
品
や
鉄
鋌
は
、
大
和
王
権
か
ら
供
与
さ
れ
た
品
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。
幣
帛
の
原
形
と
な
っ
た
供
献
品
の

セ
ッ
ト
は
、
大
和
王
権
か
ら
の
供
与
の
品
々
と
い
う
意
味
で
、
そ
の

成
立
当
時
か
ら
王
権
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
祈

年
祭
祝
詞
の
「
皇
御
孫
命
の
う
づ
の
幣
帛
」
が
示
す
幣
帛
と
天
皇
と

の
関
係
、
そ
し
て
平
安
時
代
、
天
皇
か
ら
の
捧
げ
ら
れ
る
「
大
神

宝
」「
幣
物
」
の
王
権
と
の
関
係
は
、
そ
の
原
形
が
成
立
し
た
五
世

紀
以
来
の
伝
統
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
、

そ
れ
は
、「
天
下
」
と
い
う
国
家
領
域
と
、
そ
の
統
治
者
と
し
て
の

大
王
の
意
識
が
明
確
化
す
る
の
と
並
行
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、「
幣
帛
」
と
、
平
安
時
代
の
「
大
神
宝
」
と
の
関
係
を

整
理
し
て
結
び
と
し
た
い
。
即
位
儀
礼
に
伴
う
祭
祀
と
奉
献
品
に
つ

い
て
は
、『
養
老
神
祇
令
』
一
〇
即
位
条
の
次
の
規
定
が
あ
る
。

凡
そ
天
皇
即
位
し
た
ま
は
む
と
き
は
、
惣
べ
て
天
神
地
祇
祭
れ
。

散
斎
一
月
、
致
斎
三
日
。
其
れ
大
幣
（
お
ほ
み
て
ぐ
ら
）
は
、

三
月
の
内
に
、
修
理
し
訖
へ
し
め
よ
（
（（
（

。

　

天
皇
の
即
位
に
当
た
り
、
天
神
地
祇
を
祀
る
規
定
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、「
大
幣
（
お
お
み
て
ぐ
ら
）」
は
三
カ
月
以
内
に
新
造
さ
れ
天

神
地
祇
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。『
養
老
令
』
の
こ
の

条
文
は
、『
大
宝
令
』
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
八
世
紀

初
頭
の
状
況
を
反
映
す
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の

「
大
幣
」
の
内
容
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
幣
」
な
ど
に
対
応
し
、

鉄
製
の
武
器
・
武
具
、
紡
織
具
、
鏡
、
馬
・
馬
具
な
ど
に
御
服
と
し

て
の
布
帛
類
を
加
え
た
セ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
（
（（
（

。
五
世
紀

以
来
の
伝
統
を
持
つ
幣
帛
の
セ
ッ
ト
を
、
即
位
儀
礼
の
中
に
位
置
づ

け
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
『
神
祇
令
』
即
位
条
の
「
大
幣
」
が
、
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀

に
武
器
・
武
具
等
の
「
神
宝
」
と
布
帛
類
の
「
御
服
・
装
束
」
に
分

離
、
九
世
紀
代
、
儀
礼
の
内
廷
化
が
進
む
中
、
天
皇
の
意
志
を
強
く
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受
け
、「
神
宝
」
の
品
目
を
中
心
に
、
即
位
に
伴
い
特
定
の
社
に
奉

る
制
度
が
定
ま
っ
た
。
そ
れ
が
、
九
世
紀
末
期
、
宇
多
朝
に
成
立
し

た
「
大
神
宝
使
」
で
あ
る
。『
神
祇
令
』
即
位
条
の
「
大
幣
」
と

「
大
神
宝
」
の
関
係
は
、
令
制
祭
祀
の
「
祈
年
祭
」
と
、
儀
礼
の
内

廷
化
の
中
で
成
立
す
る
「
祈
年
穀
奉
幣
」
と
の
関
係
に
類
似
す
る
。

五
世
紀
に
成
立
し
た
供
献
品
の
伝
統
が
、
九
世
紀
の
儀
礼
の
内
廷
化

の
中
で
再
編
成
さ
れ
、
天
皇
の
意
志
を
反
映
し
た
特
別
な
捧
げ
物

「
大
神
宝
」
と
し
て
一
〇
世
紀
以
降
の
平
安
後
期
に
引
き
継
が
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
、
六
世
紀
以
来
の
伝
統
を
持
つ
亀
卜
が
、
天

皇
と
の
関
係
の
中
で
中
世
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
（（
（

。
こ
こ
に
は
、
天
皇
・
王
権
と
古

い
伝
統
性
と
の
特
別
な
関
係
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
九
世
紀
の
天
皇
の

敬
神
・
崇
祖
観
や
神
国
意
識
、
さ
ら
に
は
国
風
文
化
を
形
成
（
（（
（

す
る
一

つ
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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献
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司
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台
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献
呈
論
文
集
』
第
50
集　

一
九
九
三
、

一
四
一
～
一
六
四
頁

（
29
）　
『
南
羽
鳥
遺
跡
群
Ⅲ
―
中
岫
第
1
遺
跡
Ｆ
地
点
―
』
㈶
印
旛
郡
市

文
化
財
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
九

（
30
）　
『
館
山
市
東
田
遺
跡
』
財
団
法
人
千
葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

二

〇
〇
八

（
31
）　
『
山
梨
県
笛
吹
市　

大
蔵
経
寺
前
遺
跡
・
寺
の
前
古
墳
群
―
遊
戯

施
設
建
設
に
と
も
な
う
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
―
』
笛
吹
市
教

育
委
員
会
・
㈶
法
人
山
梨
文
化
財
研
究
所
他　

二
〇
一
二

櫛
原
功
一
「
笛
吹
市
大
蔵
経
寺
前
遺
跡
の
模
造
品
祭
祀
」『
山
梨

縣
考
古
學
協
會
誌
』
第
22
号　

山
梨
県
考
古
学
協
会　

二
〇
一
三
、

一
四
〇
～
一
五
七
頁

（
32
）　

鈴
木
敏
則
「
恒
武
山
ノ
花
遺
跡
に
つ
い
て
―
8
世
紀
と
5
世
紀
の

祭
祀
跡
―
」『
浜
松
市
博
物
館
館
報
』
Ⅹ　

一
九
九
八
、
一
一
～

二
二
頁
・『
山
ノ
花
遺
跡　

遺
物
図
版
編
』
財
団
法
人
浜
松
市
文
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化
協
会　

一
九
九
八
、『
山
ノ
花
遺
跡　

木
器
編
（
図
版
）』
財
団

法
人
浜
松
市
文
化
協
会　

一
九
九
八

（
33
）　
『
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
調
査
報
告
第
75
冊　

南
郷
遺
跡

群
Ⅲ
』
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所　

二
〇
〇
三

（
34
）　
『
東
部
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書　

二
子
塚
古
墳
・
明
ヶ
島
古
墳
群
・
土
製
模
造
品
の
調
査
他
』
磐
田

市
教
育
委
員
会　

二
〇
〇
三

（
35
）　

註
（
13
）
に
同
じ
。

（
36
）　

註
（
18
）
に
同
じ
。

（
37
）　

東
潮
「
2
鉄
と
鉄
生
産　

2
鉄
素
材
論
」『
古
墳
時
代
の
研
究　

第
5
巻　

生
産
と
流
通
Ⅱ
』
雄
山
閣　

一
九
九
一
、
二
二
～
三
六

頁坂
靖
「
第
Ⅰ
部
第
4
章
ヤ
マ
ト
王
権
と
渡
来
人　

第
3
節
ミ
ニ

チ
ュ
ア
鉄
製
品
と
鍛
冶
集
団
」『
古
墳
時
代
の
遺
跡
学
』
雄
山
閣　

二
〇
〇
九
、
一
三
二
～
一
九
〇
頁

な
お
、
村
上
恭
通
氏
は
、
鉄
鋌
の
宝
器
、
祭
器
の
素
材
と
し
て
性

格
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
五
世
紀
代
、「
一
般
集
落
」
に
お
け

る
鍛
冶
遺
構
の
増
加
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
祭
祀
の
場
で
の
鉄

製
祭
具
の
製
作
と
『
内
宮
儀
式
帳
』
の
忌
鍛
冶
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る
。

村
上
恭
通
「
第
4
章　

古
墳
中
・
後
期
に
お
け
る
鉄
・
鉄
器
生
産
」

『
古
代
国
家
の
成
立
過
程
と
鉄
器
生
産
』
青
木
書
店　

二
〇
〇
七
、

一
三
九
～
二
五
八
頁

村
上
氏
が
指
摘
す
る
集
落
内
に
お
け
る
鍛
冶
遺
構
の
増
加
は
、
や

は
り
鉄
器
生
産
で
は
大
き
な
画
期
で
あ
り
、
生
産
・
生
活
面
で
の

鉄
器
の
重
要
性
は
増
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
祭
器

と
し
て
の
鉄
鋌
の
意
味
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
38
）　

東
村
純
子
「
第
3
章　

布
を
織
る
」『
考
古
学
か
ら
み
た
古
代
日

本
の
紡
織
』
六
一
書
房　

二
〇
一
一
、
六
七
～
一
〇
二
頁

（
39
）　

京
都
府
宇
治
市
街
遺
跡
で
は
、
Ｔ
Ｇ
二
三
二
型
式
の
須
恵
器
が
、

年
輪
年
代
測
定
法
で
西
暦
三
八
九
年
の
年
代
が
得
ら
れ
た
木
材
と

と
も
に
出
土
し
て
い
る
。

浜
中
邦
弘
・
田
中
元
浩
「
古
墳
時
代
中
期
の
土
器
編
年
と
実
年
代

―
宇
治
市
街
遺
跡
の
調
査
成
果
を
も
と
に
―
」『
日
本
考
古
学
協

会
第
73
回
総
会
研
究
発
表
要
旨
』
二
〇
〇
七

（
40
）　

大
久
保
徹
也
「
古
墳
文
化
（
前
期
）」『
季
刊
考
古
学
第
70
号　

特

集　

副
葬
品
を
通
し
て
み
た
社
会
の
変
化
』
雄
山
閣　

二
〇
〇
〇
、

四
三
～
四
六
頁

河
上
邦
彦
「
総
論
―
副
葬
品
概
論
」『
古
墳
時
代
の
研
究　

第
8

巻　

古
墳
Ⅱ　

副
葬
品
』
雄
山
閣　

一
九
九
一
、
五
～
二
三
頁

（
41
）　

笹
生　

衛
「
第
一
部
第
三
章　
「
祖
・
お
や
」
の
信
仰
と
系
譜
―

考
古
資
料
と
集
落
・
墓
域
の
景
観
か
ら
見
た
祖
先
祭
祀
―
」
註

（
18
）
に
同
じ
。
八
五
～
一
三
四
頁

（
42
）　

註
（
34
）
に
同
じ
。

（
43
）　

高
橋
健
自
『
帝
室
博
物
館
学
報
第
一　

古
墳
発
見
石
製
模
造
器
具

の
研
究
』
東
京
堂
出
版　

一
九
八
一

出
土
し
た
機
織
り
具
の
名
称
は
、
註
（
38
）
東
山
文
献
に
よ
る
。

（
44
）　

大
場
磐
雄
『
石
上
神
宮
寶
物
誌
』
石
上
神
宮　

一
九
二
九

（
45
）　
『
館
山
市
長
須
賀
条
里
制
遺
跡
・
北
条
条
里
制
遺
跡
』（
財
）
千

葉
県
文
化
財
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
四

（
46
）　

大
平　

茂
「
第
Ⅱ
編
第
3
章　

小
型
土
製
馬
形
年
代
考
」『
祭
祀

考
古
学
の
研
究
』
雄
山
閣　

二
〇
〇
八
、
一
四
九
～
一
八
五
頁

（
47
）　

塚
田
良
道
「
第
9
章　

人
物
埴
輪
の
歴
史
的
考
察
」『
人
物
埴
輪

の
文
化
史
的
研
究
』
雄
山
閣　

二
〇
〇
七
、
一
九
五
～
二
一
九
頁
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（
48
）　

笹
生　

衛
「
第
二
部
第
一
章　
『
常
陸
国
風
土
記
』
と
古
代
の
祭

祀
」
註
（
18
）
に
同
じ
。
一
三
六
～
一
五
八
頁

（
49
）　

稲
本
泰
生
「
神
仏
習
合
の
論
理
と
造
像
―
イ
ン
ド
・
中
国
か
ら
日

本
へ
」
二
二
五
～
二
三
二
頁
、
岩
田
茂
樹
「
神
仏
習
合
の
サ
イ
ン

と
彫
像
」
二
三
五
～
二
三
八
頁
『
特
別
展　

神
仏
習
合　

か
み
と

ほ
と
け
が
織
り
な
す
信
仰
と
美
』
奈
良
国
立
博
物
館　

二
〇
〇
七

（
50
）　
『
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
〇
、
埼
玉

稲
荷
山
古
墳
辛
亥
銘
鉄
剣
修
理
報
告
書
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
二

吉
田　

晶
「
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
に
関
す
る
一
考
察
」『
日

本
古
代
の
国
家
と
宗
教　

下
巻
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
〇
、
三

～
二
五
頁

狩
野　

久
「
5
章　

稲
荷
山
鉄
剣
銘
を
ど
う
読
む
か
」
一
二
四
～

一
五
〇
頁
、
吉
村
武
彦
「
7
章　

ワ
カ
タ
ケ
ル
王
と
杖
刀
人
首
ヲ

ワ
ケ
」
一
六
四
～
一
九
〇
頁
、
小
川
良
祐
他
編
『
ワ
カ
タ
ケ
ル
大

王
と
そ
の
時
代
―
埼
玉
稲
荷
山
古
墳
』
山
川
出
版
社　

二
〇
〇
三

（
51
）　

森　

浩
一
「
古
墳
出
土
の
鉄
鋌
に
つ
い
て
」『
古
代
學
研
究
21
・

22
合
併
号
』
古
代
學
研
究
會　

一
九
五
九
、
一
～
二
〇
頁

（
52
）　

井
上
光
貞
他
校
注
『
日
本
思
想
大
系　

律
令
』
岩
波
書
店　

一
九

七
六

（
53
）　
『
令
集
解
』
は
、「
大
幣
」
に
つ
い
て
、「
謂
へ
ら
く
、
大
幣
は
神

へ
供
す
る
物
。
各
、
色
目
あ
る
な
り
。
金
水
桶
、
金
線
柱
、
伊
勢

神
宮
に
奉
り
、
楯
戈
、
住
吉
神
に
奉
る
の
類
こ
れ
な
り
。（
中
略
）

釋
に
云
は
く
、
大
幣
は
神
に
供
へ
る
幣
物
を
謂
ふ
。
各
、
色
目
あ

る
な
り
。
伊
勢
大
社
に
金
麻
笥
、
金
多
多
利
を
奉
り
、
住
吉
に
楯

戈
を
奉
る
の
類
な
り
」
と
し
て
い
る
。
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
令

集
解　

第
一
』

（
54
）　

笹
生　

衛
「
第
一
部
第
三
章　

考
古
学
か
ら
見
た
古
代
の
亀
卜
・

卜
甲
と
卜
部
」
註
（
18
）
に
同
じ
。
五
九
～
八
四
頁

（
55
）　

岡
田
莊
司
「
第
二
編
第
一
章　

宇
多
朝
祭
祀
制
の
成
立
」（
註
2
）

に
同
じ
。
一
六
九
～
一
八
六
頁

（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
教
授
）


